
資料２

　 　

 

総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

2 1-1-1 P70 推進 → → → →

3事例 6事例 9事例
12
事例

15
事例

3事例 13事例 16事例 19事例 22事例

8市町
村

8市町
村

8市町
村

4 1-1-1 P70 推進 → → → →

9事例 18事例 27事例 36事例 45事例 9事例 24事例 33事例 42事例 51事例

5

1-1-
1

(1-
2-2)
(6-

5-2)

P71 推進 → → → 推進 → → →

1箇所 2箇所 2箇所 3箇所

3件 5件 7件 10件 10件

150人 275人 400人 525人 650人

「新未来『創造』とくしま行動計画」改善見直しシート

平成27年8月27日に「生物資源産業学部」の設置が認
可され、学部名称が正式に決定したため、（仮称）を
削除するものである。

平成27年度の事例数が大きく上回る見込みのため、事
例数を上方修正する。

平成27年度の事例数が大きく上回る見込みのため、事
例数を上方修正する。

●「vs東京『とくしま回帰』総合戦略」及び市町村が
策定する「総合戦略」の効果的展開を図るため、市町
村や民間、あるいは両者が連携・協働して実施する、
地域の課題解決に向けた先導的な取組みを支援し、
「徳島ならではの地方創生モデル」として全国へ発信
します。＜政策＞

政策

農林

○農業系大学生等による
　インターンシップ参加者数（累計）
　　　㉕１０６人→㉛６５０人

○「アグリサイエンスゾーン」の創設
　　　㉘創設

○地方創生につながる取組みの創出事例数（累計）
　　　㉕－→㉛５１事例

●徳島大学「生物資源産業学部（仮称）」をはじめと
する高等教育研究機関や産業界との連携強化により、
新技術の開発や人材の育成に一体的に取り組む「アグ
リサイエンスゾーン※」を創設し、６次産業化の推進
を図ります。＜農林＞

●徳島大学「生物資源産業学部」をはじめとする高等
教育研究機関や産業界との連携強化により、新技術の
開発や人材の育成に一体的に取り組む「アグリサイエ
ンスゾーン※」を創設し、６次産業化の推進を図りま
す。＜農林＞

○大学等によるサテライト研究室の設置
　　　㉕－→㉚３箇所

 

○新技術の開発に向けた
　県内大学等との共同研究数
　　　㉕２件→㉚１０件

○地方創生につながる取組みの創出事例数（累計）
　　　㉕－→㉛４５事例

●地域の資源や個性を活かした「魅力ある地域
づくり」を推進するため、地域づくりを支える
人材育成や古民家・遊休施設を活用したサテラ
イトオフィスの取組みを支援します。＜政策＞

政策○集落再生につながる取組みの創出事例数
（累計）
　　　㉕－→㉛１５事例

○集落再生につながる取組みの創出事例数
（累計）
　　　㉕－→㉛２２事例

○サテライトオフィス進出地域の拡大（累
計）
　　　㉕４市町村→㉙８市町村

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

基本目標1「ふるさと回帰・加速とくしま」の実現

1－1　とくしま回帰！魅力あふれる「まち」の創生

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

1 



総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

7 1-1-1 P71 策定 推進 → → 策定 推進 → →

新規 1-1-1 P72 推進 → → →

(2-
3-1)

7,000
人

7,000
人

8,000
人

8,000
人

20 1-1-3 P73 推進 → → → → 推進 → → → →

2箇所 4箇所 6箇所 2箇所 5箇所 7箇所

21 1-1-3 P73 推進 → → →

7,000
件

7,300
件

7,600
件

7,900
件

7,000
件

9,400
件

9,900
件

10,400
件

1,150
台

1,190
台

1,230
台

1,270
台

一億総活躍社会の実現に向け、今後、県内において、
これまで以上にユニバーサルカフェの整備を推進する
必要があるため、「ユニバーサルカフェ（多世代交
流・多機能型）「ワンストップ型福祉拠点」の整備箇
所数」について、上方修正する。

パーキングパーミットの交付件数が、平成２７年９月
末時点で８，６２２件と、現行の数値目標を上回って
いるため、上方修正するものである。

平成27年度に「徳島県過疎地域自立促進方針（平成28
年度～32年度）」を策定したため。

保健

●県内各圏域において、地域の絆を取り戻すため、高
齢者から若者や子供までの交流の推進や障がい者や外
国人など全ての人々に対する生活・福祉サービスを展
開できるユニバーサルカフェ（多世代交流・多機能
型）“ワンストップ型福祉拠点”を整備し、地方創生
に向け持続可能な地域づくりを推進します。＜保健＞ 保健

○ユニバーサルカフェ（多世代交流・多機能型）
　「ワンストップ型福祉拠点」の整備箇所数
  （累計）
　　　㉕－→㉚６箇所（全６圏域）

○ユニバーサルカフェ（多世代交流・多機能型）
　「ワンストップ型福祉拠点」の整備箇所数
  （累計）
　　　㉕－→㉚７箇所（全６圏域）

●パーキングパーミット（身体障がい者等用駐車場利
用証）制度の一層の促進を図り、障がい者はもとよ
り、高齢者や妊産婦を含めた歩行困難者の方々に配慮
した環境づくりを推進するとともに、他府県との利用
証の相互利用を促進します。＜保健＞

○パーキングパーミットの交付件数（累計）
　　　㉕６，２６４件→㉚７，９００件

○パーキングパーミットの交付件数（累計）
　　　㉕６，２６４件→㉚１０，４００件

県内各圏域において、地域の絆を取り戻すため、高齢
者から若者や子供までの交流の推進や障がい者や外国
人など全ての人々に対する生活・福祉サービスを展開
するとともに「ＣＣＲＣ」にもつながるユニバーサル
カフェ（多世代交流・多機能型）“ワンストップ型福
祉拠点”を整備し、「一億総活躍社会の実現」を目指
す地方創生に向け持続可能な地域づくりを推進しま
す。＜保健＞

○パーキングパーミット利用可能駐車台数
　　　㉕１，０６４台→㉚１，２７０台

 

○次期「徳島県過疎地域自立促進方針」
　及び「徳島県過疎地域自立促進計画」の策定
　　　㉗策定

 

●個性豊かで魅力ある地域社会の実現に向け、市町村
と連携を図りながら、人口減少問題をはじめとする
様々な課題を解決するため、地域の実情に応じた過疎
対策を推進します。また、次期「徳島県過疎地域自立
促進方針」及び「徳島県過疎地域自立促進計画」を策
定します。＜政策＞

●「徳島県過疎地域自立促進方針（平成28年度～32年
度）」に基づき、個性豊かで魅力ある地域社会の実現
に向け、市町村と連携を図りながら、人口減少問題を
はじめとする様々な課題を解決するため、地域の実情
に応じた過疎対策を推進します。＜政策＞ 政策

●地域の資源を活用し、先端技術・科学による賑わい
を生み出すため、川口ダム自然エネルギーミュージア
ムとその周辺施設による「スマート回廊」を創設し、
自然エネルギーの利用、デジタルアート、コミュニ
ケーションロボット、日本科学未来館監修の科学展、
ドローンの活用等の体験を、地域と共に展開します。
＜企業＞

科学やアートの魅力により、交流人口の拡大を図るため、
地域と一体となった推進体制を構築し、先端のデジタル・ロ
ボットテクノロジーの体験や、日本科学未来館の監修によ
る科学を伝える取組等を展開する「スマート回廊地域創造
事業」を実施する。

企業

○「スマート回廊」年間延べ体験者数
　　　    ㉕－→㉚８，０００人

2 



総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

29 1-1-4 P75 促進 → → →

2市町
村

追加

30

1-1-
4

(4-
2-2)

P75 促進 → → →

追加 3箇所 4箇所 5箇所

●地域の交通ネットワークを形成するため、新たなバ
ス路線の開設等に係る住民意向調査、民間事業者に対
する運行経費、車両購入及びデマンドシステム※等の
補助等に取り組む市町村を支援し、地域実状に応じた
公共交通体系の確立を促進します。＜県土＞

○店舗利用型パーク・アンド・ライド実施箇所数
　　　㉕－→㉚５箇所

県土

○「バスロケーションシステム」の導入
　　　㉘導入開始

●パーク・アンド・ライド※、ノーカーデー等の社会
的メリットを渋滞対策協議会等を通じて啓発し、マイ
カー利用から公共交通機関利用への転換を促進しま
す。＜県土＞

路線バスの利便性向上や利用促進を図るため、新たに
ＧＰＳ等を利用してバスの位置情報の提供などを行う
「バスロケーションシステム」の導入支援を検討す
る。

県土

数値目標を設定してはどうかとの意見があった（県政
運営評価戦略会議）ことから、県が独自に取り組んで
いる「店舗利用型」パーク・アンド・ライドの実施箇
所数を、新たに数値目標として設定する。

○支援市町村数
　　　㉕－→㉚２市町村

 

3 



　 　

 

総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

32 1-2-1 P76 推進 → → → → 推進 → → → →

850人

6市町
村

6市町
村

1,000
件

1,400
件

1,700
件

2,000
件

33 1-2-1 P76 促進 → → → → 促進 → → → →

5事例 15事例 25事例 35事例 45事例 5事例 25事例 35事例 45事例 55事例

追加 40人 70人 100人

34 1-2-1 P76 促進 → → → 促進 → → →

20施設 23施設 26施設 30施設 20施設 30施設 33施設 36施設

基本目標1「ふるさと回帰・加速とくしま」の実現

1－2　とくしま回帰！意欲あふれる「ひと」の創生

番号

新未来
該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

部局

○空き家判定士等の育成
　　　㉕－→㉚100人

●移住交流の支援体制を強化するため、移住情報をタ
イムリーに発信する「移住ポータルサイト」の開設や
移住相談やしごとの提供を一元的に行う「移住コン
シェルジュ」を配置した「とくしま移住交流促進セン
ター」を設置します。＜政策＞

●「とくしま回帰」を加速するため、「とくしま移住
交流促進センター」や「住んでみんで徳島で！移住相
談センター」に「移住コンシェルジュ」を配置し、移
住に関するきめ細かな相談対応を行うとともに、「移
住ポータルサイト」による情報発信を推進します。＜
政策＞

政策

○転入・転出者数
　　　㉕転出超過→（㉜均衡）

○「社会増」が「社会減」を上回る市町村数
　　　㉕4市町村→㉙6市町村

○移住コンシェルジュの配置
　　　㉗配置

○移住相談件数
　　　㉕372件→㉚２，０００件

○お試し居住施設等の施設数
　　　㉕１５施設→㉚３６施設

政策

○政策提言実施
　　　㉗実施

○政策提言等の実施
　　　㉘実施

●空き家物件に関する円滑な流通・マッチングによる
移住者受入体制の強化を図るため、市町村と連携し、
空き家の改修や家財の処分をはじめ、遊休施設を活用
した移住交流施設や定住促進住宅などの整備を促進し
ます。＜政策＞

○移住者数
　　　㉕８０人→㉛８５０人

政策
県土

○お試し居住施設等の施設数
　　　㉕１５施設→㉚３０施設

平成27年度の空き家等の活用事例数が大きく上回る見
込みのため、数値目標を上方修正する。
また、本県の空き家を活かした、移住・定住に向けた
総合的な住宅対策を推進するため、空き家が利活用可
能かどうかの判定を行う判定士の育成を検討する。

工程（年度別事業計画）

●「二地域居住※」を促進するため、本県の魅力を積
極的に発信するとともに、お試し居住施設や生活体験
施設などを整備する市町村を支援します。また、「二
地域居住」を確立・定着するための施策について、政
策提言等を実施します。＜政策＞

●「二地域居住※」を促進するため、本県の魅力を積
極的に発信するとともに、お試し居住施設や生活体験
施設などを整備する市町村を支援します。また、「二
地域居住」を確立・定着するための施策について、政
策提言を実施します。＜政策＞

改善見直しの理由及び概要

移住コンシェルジュについて、平成27年8月に、徳島
クレメントプラザビルの「とくしま移住交流促進セン
タ－」に２名、12月に、東京の「住んでみんで徳島
で！移住相談センター」に１名配置した。また、新た
な移住ポータルサイトを12月に開設したところ。これ
らの取組を本格化させ、さらに、移住交流の推進を図
るため文言を改める。

お試し居住施設等の施設数について、平成27年度の実
績が大きく上回る見込みのため、数値目標を上方修正
する。
政策提言のほか、全国知事会等と連携を図りながら、
国に対して働きかけを行う方向で見直す。

●空き家物件に関する円滑な流通・マッチングによる
移住者受入体制の強化を図るため、市町村と連携し、
空き家の改修や家財の処分をはじめ、遊休施設を活用
した移住交流施設や定住促進住宅などの整備を促進し
ます。＜政策・県土＞

○空き家等の活用事例数
　　　㉕－→㉛４５事例

○空き家等の活用事例数
　　　㉕－→㉛５５事例

4 



総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
番号

新未来
該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

部局

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

39 1-2-1 P77 推進 → → → → 推進 → → → →

45.0% 45.5% 46.5% 47.5% 50.0%

41 1-2-2 P78 推進 → → → → 推進 → → → →

285人 370人 455人 550人 635人

350人 480人 580人 700人 800人

60人 90人 120人 160人 190人

60人 80人 100人 120人 140人 60人 80人 100人 130人 160人

43

1-2-
2

(2-
5-1)
(6-

3-1)

P78 → 創設 推進 → → 創設 推進 →

若者の地元定着を促進するだけでなく、産業人材の確
保による雇用創出を図るとの観点により、制度を構築
することとなったため、制度の目的にその旨を追記し
たものである。
制度名称は「徳島県奨学金返還支援制度」とする。

「とくしま林業アカデミー」については、平成28年度
に開講が決定していることから、（仮称）を削除する
もの。
新規漁業就業者数については、「とくしま水産創生ビ
ジョン（仮称）」において、平成30年度の新規就業者
数の目標数を30人としていることから、これとの整合
性を図るため、上方修正を検討する。

平成27年8月27日に「生物資源産業学部」の設置が認
可され、学部名称が正式に決定したため、（仮称）を
削除するものである。

●徳島大学「生物資源産業学部（仮称）」の創設を支
援するとともに、農業系のコースを持つ専門高校や農
業大学校、アグリビジネススクールとの連携を強化
し、６次産業化を担う人材を育成します。＜政策・農
林＞

●徳島大学「生物資源産業学部」の創設を支援すると
ともに、農業系のコースを持つ専門高校や農業大学
校、アグリビジネススクールとの連携を強化し、６次
産業化を担う人材を育成します。＜政策・農林＞

○「生物資源産業学部（仮称）」の創設
　　　㉘創設

○「生物資源産業学部」の創設
　　　㉘創設

政策
農林

農林

○中核的農林漁業者数（累計）
　　　㉕１９６人→㉛６３５人

○「青年漁業者就業給付金モデル事業」の創設
　　　㉗創設

○新規漁業就業者数（累計）
　　　㉕２９人→㉛１６０人

○新規林業就業者数（累計）
　　　㉕１５人→㉛１９０人

○「就農研修支援事業」の創設
　　　㉗創設

○新規就農者数（累計）
　　　㉕１０５人→㉛８００人

○新規漁業就業者数（累計）
　　　㉕２９人→㉛１４０人

●インターンシップの充実等による若者のキャリア
アップの機会の拡大、農業・漁業経営体の経営計画策
定・技術の指導等の経営安定化への支援、主伐期に対
応可能な即戦力となる林業技術者を育成するための
「とくしま林業アカデミー（仮称）」の開講などに取
り組み、農林水産業分野における新規就業者の確保と
中核的な担い手の育成を図ります。＜農林＞

●インターンシップの充実等による若者のキャリア
アップの機会の拡大、農業・漁業経営体の経営計画策
定・技術の指導等の経営安定化への支援、主伐期に対
応可能な即戦力となる林業技術者を育成するための
「とくしま林業アカデミー」の開講などに取り組み、
農林水産業分野における新規就業者の確保と中核的な
担い手の育成を図ります。＜農林＞

○「地元就職促進・奨学金返還支援制度（仮称）」
　の創設
　　　㉕－→㉗創設

○「徳島県奨学金返還支援制度」の創設
　　　㉕－→㉗創設

●若者の地元定着を促進するため、経済団体や企業等
と連携して、大学生等を対象とした「地元就職促進・
奨学金返還支援制度（仮称）」を創設し、県内企業に
一定期間就業した学生の奨学金の返還を支援します。
＜政策＞

●若者の地元定着を促進するとともに、産業人材の確
保による雇用創出を図るため、経済団体や企業等と連
携して、大学生等を対象とした「徳島県奨学金返還支
援制度」を創設し、県内企業に一定期間就業した学生
の奨学金の返還を支援します。＜政策＞

政策

○県内大学生等の県内就職率
　　　㉕４４．５％→㉛５０．０％
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
番号

新未来
該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

部局

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

45

1-2-
2

(2-
4-6)

P79 → 開講 推進 → → 開講 推進 →

46 1-2-2 P79 推進 → → → 推進 → → →

110人 145人 180人 220人

10人 20人 30人 40人

47 1-2-2 P79 推進 → → → 推進 → → →

追加

900人
1,200
人

1,500
人

1,800
人

追加

○「漁業人材育成プログラム」に基づく
　研修等の受講者数（累計）
　　　㉕３２９人→㉚１，８００人

○「漁業就業マッチングセンター（仮称）」の開設
　　　　㉘開設

「とくしま林業アカデミー」については、平成28年度
に開講が決定していることから、（仮称）を削除する
もの。

アグリビジネススクールの入学者は、実践的な農業者
が大半であることから、研修を通じて習得したスキル
を現場で発揮し、経営発展につながるよう、アフター
フォローの取組強化を検討する。

平成２７年１２月に策定した「とくしま水産創生ビ
ジョン」に掲げた「マッチングセンターの設置」「漁
業ゼミナールの開講」を主要施策として追記する。

○アグリビジネススクールの入学者数（累計）
　　　㉕４０人→㉚２２０人

●アグリビジネススクールにおける研修を通じて、本
県農業を担う経営感覚に優れた人材を育成します。＜
農林＞

●アグリビジネススクールにおける研修を通じて農業
者の経営スキルを高めるとともに、アフターフォロー
を強化し、法人化や６次産業化など、本県農業を担う
経営感覚に優れた人材を育成・確保します。＜農林＞

農林

○「食Pro.※」の育成人数（累計）
　　　㉕－→㉚４０人

●受講者の漁業習熟度や意識の高さに応じた研修プロ
グラムを実施し、漁業技術に加え、加工、流通、販売
に至る幅広い知識やノウハウを習得し、本県水産業を
支える経営能力に優れた人材の育成に取り組みます。
＜農林＞

●就業希望者と漁協とのマッチングの強化を図り、就
業者確保につなげる「漁業就業マッチングセンター
（仮称）」の開設に取り組みます。
また、本県水産業を支える経営能力に優れた人材の育
成を図るため、受講者の漁業習熟度や意識の高さに応
じた研修プログラムを実施するとともに、水産関係団
体等と連携し、誰もが学べる「とくしま漁業ゼミナー
ル（仮称）」の開講に取り組みます。＜農林＞

農林

○「とくしま漁業ゼミナール（仮称）」の開講
　　　　㉙開講

●即戦力となる林業技術者を育成するため、本格就業
前の林業実践技術の習得を目指す「とくしま林業アカ
デミー（仮称）」の開講に取り組みます。＜農林＞

●即戦力となる林業技術者を育成するため、本格就業
前の林業実践技術の習得を目指す「とくしま林業アカ
デミー」の開講に取り組みます。＜農林＞

農林

○「とくしま林業アカデミー（仮称）」の開講
　　　㉘開講

○「とくしま林業アカデミー」の開講
　　　㉘開講
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
番号

新未来
該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

部局

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

51

1-2-
3

(5-
2-1)

P80 推進 → → → 推進 → → →

54

1-2-
5

(5-
1-1)

P81 推進 → → →

82,000
人

83,000
人

84,000
人

85,000
人

82,000
人

85,000
人

86,000
人

87,000
人

商工
平成27年度中にポータルサイトを創設見込みであり、
今後はポータルサイトを活用した女性活躍に係る情報
の積極的な発信を進めていくため、文言を修正する。

平成27年度の実績見込みが目標値を大きく上回ると推
計されるため、成果の更なる向上を目指し、主催講座
受講者数の目標数値について上方修正を検討する。

●「徳島県立総合大学校（まなびーあ徳島）」におい
て、県や高等教育機関、企業、ＮＰＯ、住民、市町村
など多様な主体とのパートナーシップにより運営を行
う講座情報を、ワンストップで提供するとともに、県
民ニーズに基づいた講座の開催を推進するなど、本県
のまなび拠点として、「徳島県立総合大学校（まな
びーあ徳島）」の一層の充実・強化を図ります。＜政
策＞

政策

○主催講座受講者数
　　　㉕８１，７９５人→㉚８５，０００人

○主催講座受講者数
　　　㉕８１，７９５人→㉚８７，０００人

●女性が働きやすい企業や、働く女性のロールモデル
を紹介するポータルサイトを創設するとともに、全国
で活躍する女性が集う大会を誘致するなど、働く女性
を応援し、活躍を促進します。＜商工＞

●女性が働きやすい企業や、働く女性のロールモデル
を紹介するポータルサイトによる情報発信を行うとと
もに、全国で活躍する女性が集う大会を誘致するな
ど、働く女性を応援し、活躍を促進します。＜商工＞

○「全国商工会議所女性会連合会総会」の開催
　　　㉘開催

○「女性活躍ポータルサイト（仮称）」の創設
　　　㉗創設

7 



　 　

 

総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

66 1-3-3 P84 推進 → → → →

750
  人

1,500
   人

2,600
   人

4,000
   人

追加

68 1-3-3 P84 拡大 → → →

9,300
人

9,600
人

9,800
人

10,000
人

9,300
人

10,600
人

10,900
人

11,300
人

政策

○移住希望者に対する「新たな雇用枠」の創設
　　　㉘創設

●高齢化の進行に伴い、今後必要となる介護サービス
の提供体制を整えるため、介護職員等福祉分野におけ
る雇用の創出を行います。＜保健＞

保健従業者数の現状を踏まえ、上方修正する。

総合戦略に掲げる今後5年間での4,000人の雇用創出に
向け、県自らが率先して移住希望者に対する「新たな
雇用枠」を創設し、「とくしま回帰」の流れに弾みを
付けるべく取り組んでいく。
また、平成27年10月に「vs東京『とくしま回帰』総合
戦略」の「アクションプラン編」が策定され、4,000
人の雇用創出に向けた工程が示されたため掲載する。

部局
（現　行）

主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

基本目標1「ふるさと回帰・加速とくしま」の実現

1－3　とくしま回帰！新たな人の流れをつくる「しごと」の創生

番号

該当箇所

○介護保険サービス事業所（居宅）従事者数
　　　㉕８，７９７人→㉚１０，０００人

○介護保険サービス事業所（居宅）従事者数
　　　㉕８，７９７人→㉚１１，３００人

○総合戦略による雇用創出数（㉗から㉛までの累
計）
　　　㉕－→㉛４，０００人

○総合戦略による雇用創出数（㉗から㉛までの累
計）
　　　㉕－→㉛４，０００人

●地域における仕事づくりを図るため、産業競争力の
強化、観光誘客の推進及び産業人材の育成に一体的に
取り組み支援を続けることで、未来につながる雇用の
創出を推進します。＜政策＞

8 



総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
部局

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要番号

該当箇所

69 1-3-4 P84 推進 → → → → 推進 → → → →

4,500
人

5,900
人

7,300
人

8,700
人

10,000
人

76% 77% 78% 79% 80%

追加 190人 190人

70 1-3-4 P85 推進 → → → → 推進 → → → →

20
事業所

40
事業所

60
事業所

80
事業所

100
事業所

○「徳島県版マイスター制度」の導入
　　　㉚導入

地域の創意工夫を活かした訓練により、正社員として
の雇用を視野に入れた人材育成に取り組む国事業に採
択されたことから、関連する文章と数値目標を追加す
る。

平成27年度に行った「テレワーク実証実験」を踏まえ
てテレワークの普及を図っていくため、文言を修正す
る。

○県内でテレワークを実施する事業所数
　（トライアル実施を含む）（累計）
　　　㉕－→㉛１００事業所

○テクノスクール３校体制における
　訓練生の資格取得者数（累計）
　　　㉕１，７６０人→㉛１０，０００人

○在宅勤務の補完や共同利用型サテライトオフィス
  としての機能を有する「テレワークセンター」の
  設置
　　　㉘設置

○民間を活用した訓練受講者の就職率
　　　㉕７４％（㉑～㉕の平均率）→㉛８０％

○ドイツ・ニーダーザクセン州職業訓練センター
  との交流協定締結
　　　㉘締結

●ワーク・ライフ・バランスの向上や勤務形態の多様
化に適切に対応するため、全国トップクラスのブロー
ドバンド環境を活用し、テレワーク実証の場として、
在宅勤務等の補完や共同利用型サテライトオフィスと
しての機能を有する「テレワークセンター」を設置す
るとともに、「テレワーク実証実験」により、導入・
実施時の課題を検証し、県内へのテレワークの普及を
図ります。＜商工＞

●ワーク・ライフ・バランスの向上や勤務形態の多様
化に適切に対応するため、全国トップクラスの光ブ
ロードバンド環境を活用し、テレワーク実証の場とし
て、在宅勤務等の補完や共同利用型サテライトオフィ
スとしての機能を有する「テレワークセンター」を設
置するとともに、「テレワーク実証実験」による、導
入・実施時の課題を踏まえ、県内へのテレワークの普
及を図ります。＜商工＞

商工

○企業向け「テレワーク実証実験」の実施
　　　㉗実施

●産業界との連携等により、テクノスクールの訓練内
容を充実強化し、実践的な産業人材の育成を推進しま
す。
＜商工＞

●産業界との連携等により、テクノスクールの訓練内
容を充実強化し、実践的な産業人材の育成を推進しま
す。
また、全国トップクラスの光ブロードバンド環境を活
かし、地域活性化コーディネーターや、コールセン
ターオペレーター等を育成する職業訓練を実施しま
す。
＜商工＞

商工

○地域創生人材育成事業による訓練者数
　　　㉕－→㉘～㉙年間１９０人
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
部局

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要番号

該当箇所

75 1-3-4 P86 実施 → → → 実施 → → →

23.0% 24.0% 25.0% 26.0% 27.0%

51.0% 52.0% 53.0% 54.0%

○若年者企業面接会等の参加者における就職内定率
　　　㉕－→㉛２７．０％

●新卒等未就職若年者の就業を支援するため、企業説
明会やセミナー等のイベントを開催し、若者と企業の
マッチングを推進することで、若者の県内企業への就
職を促進します。
また、若年無業者（ニート）等の就業を促進するた
め、「地域若者サポートステーション」において、専
門家による個別相談等を実施するとともに、支援機関
のネットワークを活用した支援を行います。＜商工＞

●新卒等未就職若年者の就業を支援するため、企業説
明会やセミナー等のイベントを開催し、若者と企業の
マッチングを推進することで、若者の県内企業への就
職を促進します。
また、若年無業者（ニート）等の就業を促進するた
め、「地域若者サポートステーション」において、専
門家による個別相談等を実施するとともに、国の事業
と連携した進路決定者向けのフォローアップなど、支
援機関のネットワークを活用した支援を行います。＜
商工＞

商工

「今後は、進路決定者のフォローアップにも力を入れ
て欲しい（県政運営評価戦略会議）」との意見をいた
だいており、現在実施している進路決定者の仕事の継
続やキャリアアップなどを応援する国の事業と連携
し、支援をさらに促進していくため、文言を修正し
た。

○徳島県内の地域若者サポートステーションにおけ
る
　　新規登録者数に対する進路決定率
　　　㉕５０．０％→㉚５４．０％

10 



　 　

 

総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

78 1-4-1 P87 推進 → → → 推進 → → →

追加

7,000
人

7,000
人

7,000
人

7,000
人

7,000
人

500
人

1,000
人

1,500
人

2,000
人

220回 220回 220回 220回 50組 100組 150組 200組

15回 20回 25回 30回

115社 145社 175社 200社 230社

79 1-4-1 P87 創設 推進 → → 創設 推進 → →

9回 10回 10回 10回 80人 100人 120人

新規 1-4-3 P88 創設 推進 → →

結婚支援の抜本的な強化を図るため、既存事業を見直
し、よりきめ細やかな結婚支援を実施することとした
ため、数値目標等についても新たに設定することとし
た。

新たな結婚支援事業と連携し実施することで、各事業
がより効果的に開催できるよう見直しを行った。それ
に伴い、目標指標も回数から参加者数に変更した。

県民

○独身男女のライフプランセミナー
　の創設及び実施回数
　　　㉗創設→㉚１０回

○独身男女のライフプランセミナーの
　創設及び参加者数
　　㉗創設→㉚１２０人

○婚活支援応援企業・団体登録数
　　　㉕－→㉛２３０社

○男女の出逢いの場等への参加者数
　　　㉕６，８５８人→㉗～㉛年間７，０００人

●独身男女を募り、結婚・出産・子育て等、自らのラ
イフプランを考えたり、徳島での生活の質の向上につ
いて語り合うセミナーを開催します。＜県民＞

●独身男女を対象に、結婚・出産・子育て等、自らの
ライフプランを考えるセミナーや婚活に役立つセミ
ナーを開催します。＜県民＞

○「とくしま結婚支援センター（仮称）」が管理す
る
　男女の出逢いの場等への参加者数
　　　㉕－→㉛年間２，０００人

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

●若者の出逢いの機会を増やし結婚を支援するため、
県内企業・団体間の婚活支援ネットワークの拡大を図
るとともに、「きらめき縁結び応援団※」と連携し、
地域の特色を生かした魅力ある婚活イベントを実施し
ます。＜県民＞

●結婚したい独身者の希望を叶えるため、「とくしま
結婚支援センター（仮称）」を設置し、ＩＣＴや縁結
びボランティアを活用した、よりきめ細やかな結婚支
援を実施します。＜県民＞

県民

○「きらめき縁結び応援団」が行う
　婚活イベントの実施回数
　　　㉕２２３件→㉗～㉚年間２２０回

○男女の出逢いの場等におけるカップル成立数
　　㉕－→㉛２００組

基本目標1「ふるさと回帰・加速とくしま」の実現

1－4　結婚・出産・子育て支援の強化

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

県民

○第３子以降及びひとり親家庭等の児童を対象とし
た放課後児童クラブ「利用料無料化制度」の創設
　　㉘創設

○「とくしま結婚支援センター（仮称）」の設置
　　㉘設置

●保育所から小学校への「切れ目のない支援」により
「小１の壁」を打破するため、第３子以降及びひとり
親家庭等の児童を対象とした放課後児童クラブ利用料
無料化制度を創設します。
 ＜県民＞

平成２８年度から、第３子以降及びひとり親家庭等の
児童を対象とした放課後児童クラブ利用料無料化制度
を創設することとしたため。

○市町村等が行う婚活イベントの実施回数
　　　㉕－→㉚３０回
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

92 1-4-3 P89 推進 → → → 推進 → → →

これまで、関西・四国各府県と連携した利用可能な施
設や店舗の広域化を図ってきたが、平成２７年３月に
内閣府において、「少子化社会対策大綱」が策定さ
れ、大綱の中の具体的な施策として、子育て支援パス
ポート事業の全国共通展開を図ることになったため、
文言を修正する。

県民

97 1-4-6 P91 推進 → → → → 推進 → → → →

215
事業所

230
事業所

245
事業所

260
事業所

270
事業所

「働きやすい職場環境づくりのため、労働相談等を実
施しているが、ワーク・ライフ・バランスを見据えた
就労環境の整備には課題もある（県政運営評価戦略会
議）」との意見をいただいており、はぐくみ支援企業
認証制度の見直しや、ワーク・ライフ・バランスの一
層の推進を図るため文言修正した。

●親子がふれあいを深める機会づくりを進めるため、
子育て世帯が施設や店舗を利用した際に、優遇サービ
スを受けられる制度を充実するとともに、関西や四国
の各府県と広域連携を図ります。＜県民＞

●親子がふれあいを深める機会づくりを進めるため、
子育て世帯が施設や店舗を利用した際に、優遇サービ
スを受けられる制度を充実するとともに、国が進める
子育て支援パスポート事業の全国共通展開とあわせ広
域連携を図ります。＜県民＞

●テレワークなどの多様な働き方の拡大を図り、働き
やすい職場環境づくりを推進するため、仕事と子育て
等の両立支援に積極的な企業等を「はぐくみ支援企
業」として認証し、企業等における次世代育成の取組
みを促進するとともに、仕事と育児の両立を支援する
ため、e-ラーニング等を活用してテレワーカーを育成
する「子育て女性等の新たな働き方」支援制度を創設
します。＜商工＞

●テレワークなどの多様な働き方の拡大を図り、働き
やすい職場環境づくりを推進するため、仕事と子育て
等の両立支援や女性の管理職登用に積極的な企業等を
「はぐくみ支援企業」として認証し、企業等における
ワーク・ライフ・バランスの推進や次世代育成の取組
みを促進するとともに、仕事と育児の両立を支援する
ため、e-ラーニング等を活用してテレワーカーを育成
する「子育て女性等の新たな働き方」支援制度を創設
します。＜商工＞ 商工

○「はぐくみ支援企業」認証事業所数
　　　㉕１７７事業所→㉛２７０事業所

○「子育て女性等の新たな働き方」支援制度の創設
　　　㉘創設
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

113 1-5-2 P95 推進 → → → 推進 → → →

116 1-5-2 P95 推進 → → → 推進 → → →

徳島県職員研修規程に基づく研修委員会（委員長：経
営戦略部長）において、職員研修に関する審議を行っ
ており、平成２８年度の実施方針に沿った内容に修正
した。

経営

新規
1-5-

2
P95 推進 → → →

20団体 30団体 40団体 40団体

119 1-5-2 P95 推進 → → → 推進
作成
準備

作成・
公表

→

H27.9月以降、統一的基準に基づく財務諸表作成に必
要な「標準ソフトウェア」が国から順次提供されつつ
あり、本県でも必要なシステムの構築や職員研修等の
具体的な準備作業に着手したことから、スケジュール
の目途が立ったため、具体的な取組内容と目標年次を
記載することを検討する。

経営
出納

 仮称となっていた行政改革プランを正式名称とする
とともに、推進組織についても同様に修正した。

●職員一人ひとりの、徳島の強みや魅力の国内外への
発信力強化のため、｢地域の資産や文化を知り｣、｢語学
力を強化する｣研修の充実を図ります。また、南海トラ
フの巨大地震を迎え撃つための｢防災人財｣や、｢世界を
見据えた人財｣を戦略的に養成するため、国や海外の機
関等への派遣研修を行い、未来の徳島を担う「人財」
育成を強力に推進します。＜経営＞

●職員の県民目線・現場主義を徹底し、｢創造力・実行
力・発信力」を強化するための研修の充実を図りま
す。また、南海トラフの巨大地震を迎え撃つための｢防
災人財｣や、｢世界を見据えた人財｣を戦略的に育成する
ため、国や海外の機関等への派遣研修を行い、未来の
徳島を担う「人財」育成を強力に推進します。＜経営
＞

●財務状況をより分かりやすく開示するため、地方公
会計の新たな統一的基準に基づく財務諸表を作成しま
す。＜経営＞

●財務状況をより分かりやすく開示するため、地方公
会計の新たな統一的基準に基づく財務諸表の作成に向
けて、必要なシステムの構築や職員研修等の準備を進
め、平成２８年度決算から作成・公表します。＜経
営・出納＞

○「新次元の行財政改革プラン（仮称）」の策定
　　　㉗策定・推進

○「新未来『創造』とくしま行革プラン」の策定
　　　㉗策定・推進

○外部有識者等からなる推進組織の設置
　　　㉗設置・推進

○ 外部有識者等からなる推進組織「新未来『創
   造』とくしま行革プラン推進委員会」の設置
　　　㉗設置・推進

●徳島の未来を支える確かな「行財政基盤」を構築す
るため、効率的・効果的な県政運営を導く「新次元の
行財政改革プラン（仮称）」を策定し、不断の行財政
改革を推進します。＜経営＞

●徳島の未来を支える確かな「行財政基盤」を構築す
るため、効率的・効果的な県政運営を導く「新未来
『創造』とくしま行革プラン」を策定し、不断の行財
政改革を推進します。＜経営＞

経営

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要
（現　行）

主要施策・主要事業の概要・数値目標
部局

基本目標1「ふるさと回帰・加速とくしま」の実現

1－5　国に先んじた行政手法の進化

番号

該当箇所

●職員の県民目線・現場主義を徹底し、「創造力・実
行力・発信力」に優れた人財を育成するため、地方創
生の最前線の現場に「とくしま新未来『創造』オフィ
ス」を設置し、現場の多様で多才な人材と交流・連携
しながら実践型の職員研修を実施します。＜経営＞ 新たな実践フィールドである「とくしま新未来『創

造』オフィス」において、六位一体の連携による人財
育成を推進するため。

経営

○とくしま新未来「創造」オフィスの展開
　　   ㉘展開

○とくしま新未来「創造」オフィスとの連携団体数
　　   ㉕－→㉛40団体
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要
（現　行）

主要施策・主要事業の概要・数値目標
部局番号

該当箇所

124

1-5-
4

(6-
5-4)

P96 推進 → → →

24,000
件

26,000
件

27,000
件

28,000
件

24,000
件

35,000
件

38,000
件

40,000
件

129 1-5-5 P97 推進 → → → 推進 → → →

58% 59% 60% 60% 58% 60% 60% 60%

90,500
件

91,000
件

91,500
件

92,000
件

追加

○ＦＡＱ月間平均アクセス数
　　　㉕８６，０００件→㉚９２，０００件

コールセンターでの対応完了率については、平成２７
年９月末で６０％を超えており、今後も引き続きこの
水準を維持できる見込みであることから、平成２８年
度数値目標を５９％から６０％に上方修正する。
　また、現庁舎完成から３０年を迎える「県庁県民
サービスセンター」を、より親しみやすい県庁の”
顔”とするため、県民の参画を得て、施設や機能を拡
充し「“よってみんで県庁”県民サロン（仮称）」と
してリニューアルする。

情報発信力の強化を図るため、県の顔であるホーム
ページの再構築を行う。
また、「徳島県ＳＮＳ」の利用登録数は平成27年9月
末現在、30,000件を超えており、積極的な情報発信に
より登録数に伸びが見込まれるため、数値目標を上方
修正する。

監察
○コールセンターでの対応完了率
　　　㉕５７％→㉚６０％

○コールセンターでの対応完了率
　　　㉕５７％→㉘～㉚毎年６０％以上

●県民との意思疎通を図り、県勢の発展につなげるた
め、時代に即した広報媒体を有機的・効果的に活用
し、利用者が必要とする情報を積極的かつきめ細やか
に提供し、県民の利便性の更なる向上を図ります。＜
経営＞

●県民との意思疎通を図り、県勢の発展につなげるた
め、ホームページの再構築・機能充実を行うなど、時
代に即した広報媒体を有機的・効果的に活用すること
で、利用者が必要とする情報を積極的かつきめ細やか
に提供し、県民の利便性の更なる向上を図ります。＜
経営＞

経営

○「徳島県ＳＮＳ」利用登録数
　　　㉕１３，６００件→㉚２８，０００件

○「徳島県ＳＮＳ」利用登録数
　　㉕１３，６００件→㉚４０，０００件

○「“よってみんで県庁”県民サロン（仮称）」
  の創設
　　　㉙創設

●県民の県政に対する意見、苦情、照会、相談等に的
確かつ迅速に対応するため、県民からの電話による問
い合わせを一元的に受け付ける県庁コールセンター
「すだちくんコール」や「県庁サービスセンター」及
び各総合県民局「県民センター」の運営を行うととも
に、よくある質問をＦＡＱとして整理・情報提供し、
サービス向上を図ります。＜監察＞

●県民の県政に対する意見、苦情、照会、相談等に的
確かつ迅速に対応するため、県民からの電話による問
い合わせを一元的に受け付ける県庁コールセンター
「すだちくんコール」や「県庁県民サービスセン
ター」及び各総合県民局「県民センター」の運営を行
うとともに、よくある質問をＦＡＱとして整理・情報
提供し、サービス向上を図ります。
また、「県庁県民サービスセンター」を親しみやすい
県庁の“顔”とするため、アイデアや愛称を募るな
ど、県民の参画を得て、施設や機能を拡充し「“よっ
てみんで県庁”県民サロン（仮称）」としてリニュー
アルする。＜監察＞
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

148 2-2-1 P101 推進 → → → 推進 → → →

14件 16件 18件 20件

152

2-2-
1

(3-
1-2)

P102 推進 → → → 推進 → → →

6人 6人 6人 6人 200社 215社 230社

20回 20回 20回 20回

156 2-2-2 P102 推進 → → → 推進 → → →

70件 70件 70件 70件

追加
20

市町村
24

市町村

157 2-2-2 P103 実施 → → → →

400人 400人 400人 400人

5件 5件 5件 5件 5件 5件 10件 10件 10件 10件

商工
○創業に関する講座の受講者数
　　　㉕３２７人→㉗～㉚年間４００人以上

○魅力発信のための講座、研修、セミナーや
　支援制度説明会、モデル工事等の実施回数
　　　㉕１１回→㉗～㉚年間２０回

○女性の創業に対する事業計画等の支援件数
　　   ㉕－→㉗～㉛年間５件

○女性の創業に対する事業計画等の支援件数
　　㉕－→㉘～㉛年間１０件

○事業計画等の支援件数
　　　㉕６１件→㉗～㉚年間７０件以上

●独自の技術や知識、能力、経験等を活かして県内で
新たに創業する者の事業計画を認定し、「平成藍大市
あったかビジネス大賞※」への参加を促すとともに、
県内市町村をはじめとする創業支援機関と連携して、
経営のアドバイスや融資、フォローアップ等、各種支
援を行います。＜商工＞

○創業支援事業計画策定市町村数
　　　㉕－→㉘24市町村（全市町村）

●大学生からシニアまで幅広い年齢層における創業
や、女性ならではの感性やアイディアを活かした創業
を支援するとともに、次代の本県産業界を担う人財育
成のための取組みを進めることにより、創業の促進を
図ります。＜商工＞

●独自の技術や知識、能力、経験等を活かして県内で
新たに創業する者の事業計画を認定し、「平成藍大市
あったかビジネス大賞※」への参加を促すとともに経
営のアドバイスや融資、フォローアップ等、各種支援
を行います。＜商工＞

商工

○伝統的工芸品の国内外の工芸品展及び見本市
　出展件数
　　　㉕１２件→㉚２０件

○若年者等の割合が15％以上の入札参加資格業者数
　　　㉕－→㉚230社以上

●大学生やシニア起業家など幅広い年齢層に対応した
創業支援策を実施するとともに、次代の本県産業界を
担う人財育成のための取組みを進めることにより、創
業の促進を図ります。＜商工＞

●建設産業の担い手確保・育成に向け、建設産業の魅
力発信を行うとともに、未就業者等を建設企業が期間
雇用し、技能・技術の習得を支援することにより建設
業への入職の促進を図ります。また、就業者の定着を
図るため、技術者等のための研修や経営基盤強化のた
めのセミナー等を開催します。さらに、魅力発信と育
成・支援を合わせたフィールド講座モデル工事を実施
します。＜県土＞

●建設産業の担い手確保・育成に向け、建設産業の魅
力発信を行うとともに、若年者や女性雇用の取組みを
拡充することにより建設業への入職の促進を図りま
す。また、就業者の定着を図るため、技術者等のため
の研修や経営基盤強化のためのセミナー等を開催しま
す。さらに、魅力発信と育成・支援を合わせたフィー
ルド講座モデル工事を実施します。＜県土＞

○期間雇用者の建設企業への正規雇用者数
　　　㉕－→㉗～㉚毎年６人以上

商工

県土

●伝統工芸品について、県内イベントにて体験コー
ナーを設置するなど利用促進運動を実施するととも
に、首都圏及び海外での工芸品展や見本市等への出展
を積極的に支援することにより、伝統工芸品の販路拡
大と産業の振興を図ります。＜商工＞

●伝統工芸品について、県内イベントにて体験コー
ナーを設置するなど利用促進運動を実施するととも
に、三大都市圏をはじめとする県外及び海外での工芸
品展や見本市等への出展を積極的に支援することによ
り、伝統工芸品の販路拡大と産業の振興を図ります。
＜商工＞

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

基本目標2「経済・好循環とくしま」の実現

2－2　経済加速とくしまづくりの進展

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

「伝統工芸品の県外への販路拡大を更に強化して欲し
い（県政運営 評価戦略会議）」との提言を受けたた
め、首都圏に限らず大都市圏への出展支援も実施する
方向で見直す。

建設産業の健全な発展のためには、未就業者のみなら
ず、若年者や女性の活躍が必要であり、担い手確保・
育成に向け、雇用だけでなく若年者等の定着度合いを
把握する観点から、平成２７年度より経営事項審査に
おいて加点を始めた若年技術職員の人数が１５％以上
の業者数を活用し、毎年１０社以上の増加を目指すも
のであり、基本的には現行の６名の雇用を上回る目標
へと変更するものである。

女性の創業を促進することにより、新たな消費の喚起
や女性雇用の創出など、地域経済の活性化へ高い効果
が期待されることから、取組みを加速させるため、
「女性の創業に対する事業計画等の支援件数」につい
て上方修正する。

創業を促進するためには、市町村をはじめとする創業
支援機関と連携することが効果的であることから、産
業競争力強化法に基づく市町村による創業支援事業計
画の策定を推進するとともに、計画に盛り込まれた各
支援機関との連携を強化する。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

166

2-2-
4

(3-
3-6)

P104 推進 → → →

新規 2-2-4 P104 推進 →
埋立
概成

(3-
3-2)

●徳島小松島港津田地区において、「活性化計画」に
基づき「とくしま回帰先進地」としての再生に向け、
高速道路供用に必要な取組みを推進します。＜県土＞

「活性化計画」に基づき戦略的な事業展開を図るた
め、高速道路関連用地等の整備を検討する。

県土

○「津田地区活性化計画」の実現に向けた埋立造成
　　　㉕－→㉚埋立概成

●長安口ダム改造により安定した水の供給を図るな
ど、徳島の成長を支える社会資本整備を推進します。
＜県土＞

県土

○長安口ダムの改造の促進
　　　㉕工事施工中 →㉚完成

○長安口ダムの改造の促進
　　　㉕工事施工中 →㉚工事促進中

事業評価監視委員会での審議の結果、濁水対策として
の選択取水設備について、より効果的となるよう設計
を見直したことにより、平成31年度の完成となる。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

167 2-3-1 P105 推進 → → → →

48回 52回 56回 60回 48回 250回 270回 300回

168 2-3-1 P105
創設・
表彰

→ → →

新規 2-3-1 P105 推進 → → →

(1-
1-1)

7,000
人

7,000
人

8,000
人

8,000
人

○「科学技術大賞（仮称）」の創設・実施
　　　㉗ 制度創設・表彰

●科学技術に関する研究開発、理解増進等に顕著な成
果を収めた者を顕彰し、科学技術に携わる者全体の意
欲の向上を促進することによって、本県の科学技術の
発展及び振興を図ります。＜政策＞

政策

●科学技術の未来を切り拓く人材を育成するため、県
内外の高等教育機関や研究機関と連携し、県内外の大
学生等が、県内の高校生と一緒に学び、科学の素養を
磨く「科学技術アカデミー（仮称）」を創設するとと
もに、県内の小中学生へ体験型の科学の出前講座など
を実施する「体験型講座（科学技術ジュニア・アカデ
ミー）（仮称）」を開講し、県内の小・中・高校生に
対して実践的な学習の機会を提供します。
また、科学技術に関し、ひろく県民の関心と理解を深
めることにより、本県の科学技術の振興を図るため、
「とくしま科学技術月間※」期間を中心に科学技術関
連行事を実施します。＜政策＞ 政策

○「科学技術に関する体験型講座」の開設
　　　㉗開設

○「徳島県科学技術大賞」の創設・実施
　　　㉗ 制度創設・表彰

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

○徳島県内「科学技術」関連イベント数
　　　㉕４５回→㉚６０回

○徳島県内「科学技術」関連イベント数
　　　㉕４５回→㉚３００回

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

○「科学技術アカデミー（仮称）」の創設
　　　㉘創設

部局

基本目標2「経済・好循環とくしま」の実現

2－3　未来を拓く科学技術の振興

番号

該当箇所

改善見直しの理由及び概要

H27年度の推計値が目標値を大きく上回る見込みであ
るため、徳島県内「科学技術」関連イベント数を上方
修正する方向で検討する。

大賞名が正式決定したため。

●小中学生の技術者・研究者に対する夢や志を育むた
め、川口ダム自然エネルギーミュージアムとその周辺
施設が連携する「スマート回廊」を創設し、最先端の
デジタル技術による映像、コミュニケーションロボッ
ト、日本科学未来館監修の科学展等を体験する機会を
提供します。＜企業＞

未来を拓く技術者を育成するため、小中学生の科学に対
する関心が高まるよう、先端のデジタル・ロボットテクノロ
ジーの体験や、日本科学未来館の監修による科学を伝え
る取組等を、地域と共に展開する「スマート回廊地域創造
事業」を実施する。

企業

○「スマート回廊」年間延べ体験者数（再掲）
　　      ㉕－→㉚８，０００人
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

174 2-4-1 P107 推進 → → → → 推進 → → → →

1,295
億円

1,300
億円

1,305
億円

1,310
億円

500ha 570ha 640ha 710ha 500ha
1,250
ha

1,400
ha

1,500
ha

42トン 50トン 59トン 68トン 75トン

178

2-4-
1

(2-
3-3)
(2-

4-4)

P108 推進 → → →

追加

農林

○「とくしま水産創生ビジョン（仮称）」の策定
　　　㉗策定

○「とくしま水産創生ビジョン」の策定
　　　㉗策定

○中層型浮魚礁の設置
　　　　　㉙設置

○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発（再掲）
　　　㉚開発

○農畜水産物産出額
　　　㉕１，２０３億円→㉚１，３１０億円

●瀬戸内海から太平洋に至る個性豊かな本県の海域特
性を踏まえた漁業振興策を推進するとともに、大学等
との連携により、水産物のブランド化や新たな漁具の
開発を行い、本県水産業の新たな可能性の開拓に取り
組みます。＜農林＞

○「海の野菜」ブランド化の推進（再掲）
　　　㉘ブランド化

○県産酒米による國酒「とくしま」の商品化
　　　㉚商品化

○「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」
　　の改定
　　　㉘改定

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

●本県農林水産業の持続的な発展や農山漁村の活性化
に資するため、「徳島県食料・農林水産業・農山漁村
基本条例」を肉付けする基本計画に基づき、施策を推
進します。
また、持続可能な水田農業を推進するために、地域の
実情に応じた米づくりや海外を視野に向けた取組みな
ど、新たなコメ戦略を進めます。＜農林＞

●本県農林水産業の持続的な発展や農山漁村の活性化
に資するため、「徳島県食料・農林水産業・農山漁村
基本条例」を肉付けする基本計画に基づき、施策を推
進するとともに、「徳島県ＴＰＰ対応基本戦略」に基
づき、「高いブランド力」などの「強み」を活かした
「攻め」の対策と小規模経営体・産地の維持に向けた
「守り」の対策に重点的に取り組み、ＴＰＰを迎え撃
ちます。
また、持続可能な水田農業を推進するために、地域の
実情に応じた米づくりや海外を視野に向けた取組みな
ど、新たなコメ戦略を進めます。＜農林＞

農林

○飼料用米の作付面積
　　　㉕９９ｈａ→㉚７１０ｈａ

○飼料用米の作付面積
　　　㉕９９ｈａ→㉚１，５００ｈａ

○県産米輸出数量
　　　㉕３４トン→㉛７５トン

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

基本目標2「経済・好循環とくしま」の実現

2－4　もうかる農林水産業の飛躍

番号

全議員勉強会における御提案を踏まえ、「ＴＰＰ対
応」をより明確化し行動計画に位置付けるため、取組
内容の拡充を検討する。
また、産出額の向上には、飼料用米の推進による米価
下落防止が重要であることから、飼料用米の推進に向
け、目標数値の上方修正を検討する。

「とくしま水産創生ビジョン」については、既に策定
がなされていることから、（仮称）を削除するもの。
また、「とくしま水産創生ビジョン」に掲げた「中層
型浮魚礁の設置」を主要施策として追記する。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

番号

188 2-4-3 P110 推進 → → → → 推進 → → → →

20-75% 30-80% 40-85% 50-90%

230
万羽

250
万羽

280
万羽

300
万羽

300
万羽

300頭 600頭 900頭
1,200
頭

1,500
頭

2,150
頭

2,200
頭

2,250
頭

2,300
頭

2,150
頭

2,400
頭

2,400
頭

2,400
頭

2件 3件 4件 5件

4商品 6商品 8商品 10商品

7施設 8施設 9施設 10施設 11施設

192 2-4-3 P111 推進 → → → 推進 → → →

50ha 55ha 60ha 65ha 50ha 130ha 140ha 150ha

南部

○飼料用米作付面積
　　　㉕－→㉚６５ha

○飼料用米作付面積
　　　㉕－→㉚１５０ha

●県南部圏域において生産された飼料用米を給与した
阿波尾鶏を増加させるため、飼料用米の生産を推進し
ます。
＜南部＞

●海部郡において生産された飼料用米を給与した阿波
尾鶏を増加させるため、飼料用米の生産を推進しま
す。
＜南部＞

●畜水産物の生産の効率化や規模拡大を図るととも
に、畜産ブランド産地の確立、加工品開発による高付
加価値化を推進します。
また、すだち・なると金時など本県を代表する品目に
ついて、個別課題解決戦略によるレベルアップ等を図
り、「日本のトップブランド」実現に向けた取組みを
推進します。
＜農林＞

●畜水産物の生産の効率化や規模拡大を図るととも
に、グローバル化に向けた「攻めの畜産」を展開する
ため、一歩先行くプレミアム化や経営転換の推進、
「阿波尾鶏」をはじめとする畜産ブランドの加工品開
発など、競争力強化を推進します。
また、すだち・なると金時など本県を代表する品目に
ついて、個別課題解決戦略によるレベルアップ等を図
り、「日本のトップブランド」実現に向けた取組みを
推進します。
＜農林＞

○水産物出荷・流通体制施設等の整備（累計）
　　　㉕５施設→㉛１１施設

○「阿波牛」出荷頭数
　　　㉕２，１００頭→㉚２，３００頭

○「阿波牛」出荷頭数
　　　㉕２，１００頭→㉚２，４００頭

○畜産プレミアムブランド（累計）
　　　㉕１件→㉚５件

○リーディング品目の認知度
　　　㉕２０-７０％→㉚５０-９０％

○「阿波尾鶏」出荷羽数
　　　㉕１９５万羽→㉚３００万羽

○平時・災害時リバーシブル活用
　「阿波尾鶏」加工品数（累計）
　　　㉕２商品→㉚１０商品

○「阿波とん豚」出荷頭数
　　　㉕６１頭→㉛１，５００頭

農林

ＴＰＰ交渉の大筋合意を踏まえ、畜産物への影響が大
きいと考えられること、また、県政運営評価戦略会議
において、畜産物の出荷量についてＣ評価をいただい
たことから、畜産物のブランド化・競争力強化に向け
た取組の強化を検討する。
また、阿波牛出荷頭数について、27年度までの実績が
良好であるため、目標値の上方修正を検討する。

米価下落に伴う対策として、飼料用米の生産の推進を
行った結果、数値目標について当初想定より多くなっ
たため。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

番号

196 2-4-5 P111 推進 → → →

70km 71km 72km 73km

6,790
ha

6,820
ha

6,850
ha

6,880
ha

6,790
ha

6,840
ha

6,860
ha

6,880
ha

201

2-4-
6

(1-
2-2)

P112 → 開講 推進 → → 開講 推進 →

204 2-4-6 P113 創設 推進 → → 創設 推進 → →

208 2-4-6 P113 推進 → → →

5箇所 10箇所 15箇所 20箇所 5箇所 10箇所 15箇所 20箇所

●「徳島県県産材利用促進条例」に則り、未来を担う
子供たちを中心とした幅広い県民の方々に、県産材利
用の意義、木材に関する知識などを知ってもらう「木
育」を進めるため、玩具やフローリングなどの県産材
製品に直に触れることができる木育拠点を県内各地に
設置します。＜農林＞

農林

○木育拠点「すぎの子木育広場（仮称）」
　の創設（累計）
　　　㉕－→㉚２０箇所

○木育拠点「すぎの子木育広場」の創設（累計）
　　　㉕－→㉚２０箇所

農林

○「とくしま林業アカデミー（仮称）」の開講
　　　㉘開講

○「とくしま林業アカデミー」の開講
　　　㉘開講

●林業事業体の起業化を促進するため、高性能林業機
械のリースなどを行う「林業機械サポートセンター
（仮称）」の創設に取り組みます。＜農林＞

●林業事業体の起業化を促進するため、高性能林業機
械のリースなどを行う「林業機械サポートセンター」
の創設に取り組みます。＜農林＞

農林

○「林業機械サポートセンター（仮称）」の創設
　　　㉗創設

○「林業機械サポートセンター」の創設
　　　㉗創設

農林

●ブランド産地化を促進するため、ほ場の整備や基幹
水利施設、農道などの農業基盤施設の整備を推進しま
す。
＜農林＞

○国営総合農地防災事業による
　　基幹用水路の整備延長（累計）
　　　㉕６６km→㉚７３km

○ほ場の整備面積（累計）
　　　㉕６，７３２ha→㉚６，８８０ha

○ほ場の整備面積（累計）
　　　㉕６，７３２ha→㉚６，８８０ha

●即戦力となる林業技術者を育成するため、本格就業
前の林業実践技術の習得を目指す「とくしま林業アカ
デミー（仮称）」の開講に取り組みます。（再掲）＜
農林＞

●即戦力となる林業技術者を育成するため、本格就業
前の林業実践技術の習得を目指す「とくしま林業アカ
デミー」の開講に取り組みます。（再掲）＜農林＞

ほ場の整備面積については、平成27年度の実績見込み
が目標値を上回ると推計されることから、取組のより
一層の推進に向けて、目標達成の前倒しを検討する。

「とくしま林業アカデミー」については、平成28年度
に開講が決定していることから、（仮称）を削除する
もの。

「林業機械サポートセンター」については、既に創設
がなされていることから、（仮称）を削除するもの。

「すぎの子木育広場」については、既に創設がなされ
ていることから、（仮称）を削除するもの。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

番号

209 2-4-6 P114 推進 → → → 推進 → → →

1,530
㎥

1,680
㎥

1,810
㎥

1,900
㎥

38% 39% 41% 42%

20
事業所

23
事業所

26
事業所

30
事業所

212 2-4-6 P114 展開 → → → 展開 → → →

33店 34店 35店 36店

19.4
万㎥

22.0
万㎥

24.7
万㎥

27.3
万㎥

214 2-4-7 P115 推進 → → → 推進 → → →

200人 300人 400人 500人 農林

○「漁業版ＢＣＰ」拠点施設の整備
　　　㉘整備完了

○製材品出荷量に占める人工乾燥材割合
　　　㉕３１％→㉚４２％

○「漁業版ＢＣＰ」の策定
　　　㉗策定

●巨大地震による津波災害に備えるため、実地訓練等
を通じて「農業版ＢＣＰ」の実効性向上を図ります。
また、県南地域漁業の速やかな再開に向けた「漁業版
ＢＣＰ」を策定するとともに、支援拠点となる施設を
整備します。
＜農林＞

●巨大地震による津波災害に備えるため、実地訓練等
を通じて「農業版ＢＣＰ」の実効性向上を図ります。
また、漁業の速やかな再開に向けた「漁業版ＢＣＰ」
を策定するとともに、支援拠点となる施設を整備しま
す。
＜農林＞

○「農業版ＢＣＰ」実地訓練等参加者数（累計）
　　　㉕－→㉚５００人

●県外消費の拡大を図るため、工務店や設計士との連
携を進めるとともに、大消費地への販路拡大に向けた
普及活動を展開します。＜農林＞

●県外消費の拡大を図るため、県外の工務店・設計
士、また大消費地の自治体・企業との連携を進めると
ともに、大消費地への販路拡大に向け、展示商談会の
開催やオンラインメディアを利用した販売促進活動を
展開します。＜農林＞

●木材の加工規模を拡大するとともに、高度な木材加
工機械の導入支援を行い、高品質かつ安定供給可能な
体制づくりや、オリンピック需要への供給、海外輸出
に不可欠な「ＣoＣ認証※」の取得を支援します。＜農
林＞

●県産材の増産に対応して、木材の加工規模の拡大
や、県産材への転換、人工乾燥を始めとする高次加工
施設の導入を支援し、高品質な製品の安定供給体制を
構築するとともに、製品のオリンピック施設への利用
や海外輸出を進めるために不可欠な「ＣoＣ認証※」の
取得を支援します。＜農林＞

農林

○「ＣoＣ認証」取得事業所数（累計）
　   　㉕１４事業所→㉚３０事業所

○製材工場１工場当たりの県産材使用量
　　　㉕１，２２０㎥→㉚１，９００㎥

農林

○県外における「徳島すぎの家」協力店数（累計）
　　　㉕３０店→㉚３６店

○県産材の県外出荷量
　　　㉕１７．５万㎥→㉚2７．３万㎥

県政運営評価戦略会議において、関係主要事業がＣ評
価となったことを踏まえ、数値目標を達成するため
に、事業内容の充実を図ることを検討する。

県政運営評価戦略会議において、関係主要事業がＣ評
価となったことを踏まえ、数値目標を達成するため
に、事業内容の充実を図ることを検討する。

漁業版ＢＣＰは、県南地域のみならず、本県漁業全般
を対象とした内容のものとなるため、取組内容の記載
の修正を検討する。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

216

2-5-
1

(1-
2-2)
(6-

3-1)

P116 → 創設 推進 → → 創設 推進 →

219 2-5-2 P117 推進 → → → → 推進 → → → →

5.4億
円

7.2億
円

9.5億
円

11億円 14億円

20品目 30品目 35品目 40品目

13か国 15か国 18か国 20か国 22か国

9店舗 10店舗 11店舗 12店舗

40商品
･ｻｰﾋﾞｽ

45商品
･ｻｰﾋﾞｽ

50商品
･ｻｰﾋﾞｽ

55商品
･ｻｰﾋﾞｽ

●世界にはばたく「とくしまブランド」の確立を目指
し、県産農林水産物の輸出を支援します。＜農林＞

●世界にはばたく「とくしまブランド」の確立を目指
し、ＴＰＰ参加国を含めた「輸出国・地域」と「輸出
品目」の新規追加、マーケティングサポート体制の整
備、輸出型産地形成、産地間連携の推進・強化などに
より、県産農林水産物の輸出拡大を図ります。＜農林
＞

○「とくしまブランド」輸出相手先国・地域数
　　　㉕９か国→㉛２２か国

○「とくしまブランド」輸出品目数（累計）
　　　㉕１５品目→㉚４０品目

農林

○ハラール認証商品・サービス数
　　　㉕－→㉚５５商品・サービス

○「とくしまブランド海外協力店」数
　　　㉕４店舗→㉚１２店舗

○農林水産物等輸出金額
　　　㉕２．４億円→㉛１４億円

●徳島大学「生物資源産業学部（仮称）」の創設を支
援するとともに、農業系のコースを持つ専門高校や農
業大学校、アグリビジネススクールとの連携を強化
し、６次産業化を担う人材を育成します。（再掲）＜
政策・農林＞

●徳島大学「生物資源産業学部」の創設を支援すると
ともに、農業系のコースを持つ専門高校や農業大学
校、アグリビジネススクールとの連携を強化し、６次
産業化を担う人材を育成します。（再掲）＜政策・農
林＞

政策
農林

○「生物資源産業学部（仮称）」の創設
　　　㉘創設

○「生物資源産業学部」の創設
　　　㉘創設

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

基本目標2「経済・好循環とくしま」の実現

2－5　６次産業化・とくしまブランド海外展開の推進

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

平成27年8月27日に「生物資源産業学部」の設置が認
可され、学部名称が正式に決定したため、（仮称）を
削除するものである。

全議員勉強会における御提案を踏まえ、ＴＰＰを好機
としたＴＰＰ参加国への輸出展開を行動計画に明確に
位置付けるため、取組内容の拡充を検討する。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

226 3-1-1 P118 開催 開催 推進 → →

追加
4

クラブ
7

クラブ
10

クラブ

228 3-1-1 P118 推進 → → →

330機
関

350機
関

375機
関

400機
関

480機
関

480機
関

480機
関

233 3-1-2 P119 推進 → → → →

50人 100人 125人 150人 150人 50人 100人 125人 150人 150人

16
市町村

18
市町村

20
市町村

24
市町村

20,000
人

20,000
人

20,000
人

20,000
人

5回 5回 5回 5回

○モデルクラブの選定数（累計）
　　　㉕－→㉚１０クラブ

平成27年度本県において全国初の「少年消防クラブ交
流会」全国大会が開催された。これを機に今後県内で
活動していない少年消防クラブを支援し、継続的に活
動できる仕組みを構築することで、未来の消防団員に
繋ぎ、地域防災の担い手を育成する必要がある。

危機

●小中学校へ出向く「まなぼうさい教室」や教職員を
対象とした防災学習研修の開催を通じて、また、関係
機関等へ発信する「防災生涯学習推進パートナー通
信」を活用して、学校・地域が連携した防災活動を支
援します。＜危機＞ 危機

●地域防災の担い手となる人材の育成のため、「少年
消防クラブ交流会（全国大会）」を開催するととも
に、県内の少年消防クラブの交流機会の提供を推進し
ます。＜危機＞

●地域防災の担い手となる人材の育成のため、実践的
な活動を取り入れるなど積極的な取組みをしようとす
るクラブを「モデル少年少女消防クラブ」に選定し、
重点支援を行います。＜危機＞

○全国大会の開催
　　　㉗開催

○市町村単位の自主防災組織連絡会の結成
　　　㉕１３市町村→㉚全市町村（２４市町村）

○「防災啓発サポーター」活動回数
　　　㉕－→㉗～㉚年間５回

●市町村が実施する自主防災組織の結成促進と活動活
性化の支援、避難所運営リーダーの養成、県民の「津
波避難意識」の向上を目的とした防災出前講座の開催
など、地域防災力の強化促進を図ります。＜危機＞

○４県（三重県・和歌山県・徳島県・高知県）
　　自主防災組織交流大会の開催
　　　㉗開催

○「快適避難所運営リーダーカード（仮称）」
　　交付者数（累計）
　　　㉕－→㉚１５０人

○「快適避難所運営リーダーカード」
　　交付者数（累計）
　　　㉕－→㉚１５０人

危機

○「快適避難所運営・リーダー養成講座」の創設
　　　㉗創設

○防災出前講座受講者数
　　　㉕１６，５６３人→㉗～㉚年間２０，０００
人

○「防災生涯学習推進パートナー」の機関数
　　　㉕－→㉚４００機関

○「防災生涯学習推進パートナー」の機関数
　　　㉕－→㉚４８０機関

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

基本目標3「安全安心・強靱とくしま」の実現

3－1　みんなで守るとくしまの推進

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

今年度、H30の目標数値を達成したことにより、上方
修正を行う。
なお、数値の設定にあたっては、対象となる小中高等
学校などのほぼ上限数を設定した。

平成27年11月15日から「快適避難所運営リーダーカー
ド」として運用を開始したため、「（仮称）」を削
除。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

234

3-1-
2

(2-
2-1)

P120 推進 → → → 推進 → → →

6人 6人 6人 6人 200社 215社 230社

20回 20回 20回 20回

新規 実施 → → →
昭和南海地震から70年をはじめ、様々な災害の節目と
なる年を契機に防災に対する機運を盛り上げていくた
め。

危機

241 3-1-3 P121 推進 → → →

50回 50回 50回 50回 50回 80回 80回 80回

248 3-1-3 P122 → 実施 → 実施 → 実施 → 実施

県土

○期間雇用者の建設企業への正規雇用者数（再掲）
　　　㉕－→㉗～㉚毎年６人以上

○若年者等の割合が15％以上の入札参加資格業者数
　　　㉕－→㉚230社以上

●地域の防災力を担う建設産業の担い手確保・育成に
向け、建設産業の魅力発信を行うとともに、未就業者
等を建設企業が期間雇用し、技能・技術の習得を支援
することにより建設業への入職の促進を図ります。ま
た、就業者の定着を図るため、技術者等のための研修
や経営基盤強化のためのセミナー等を開催します。さ
らに、魅力発信と育成・支援を合わせたフィールド講
座モデル工事を実施します。
＜県土＞

●建設産業の担い手確保・育成に向け、建設産業の魅
力発信を行うとともに、若年者や女性雇用の取組みを
拡充することにより建設業への入職の促進を図りま
す。また、就業者の定着を図るため、技術者等のため
の研修や経営基盤強化のためのセミナー等を開催しま
す。さらに、魅力発信と育成・支援を合わせたフィー
ルド講座モデル工事を実施します。＜県土＞

危機
警察

○官民連携による各種防災訓練等の実施
　　　㉕５０回→㉗～㉚年５０回以上

○官民連携による各種防災訓練等の実施
　　　㉕５０回→㉚年８０回以上

○ライフライン事業者・警察・消防・自衛隊等、
　県内に所在する防災・危機管理関係機関を構成員
　とした「徳島県危機管理総合調整会議」の毎年
　開催による連携強化

○魅力発信のための講座、研修、セミナーや
　支援制度説明会、モデル工事等の実施回数
　（再掲）
　　　㉕１１回→㉗～㉚年間２０回

●県民生活を脅かす、あらゆる危機事象に対応するた
め、「徳島県危機管理対処指針」に基づき、全庁を挙
げた危機管理対応を行うとともに、想定される危機事
象ごとのマニュアルの整備を進めます。
また、南海トラフ巨大地震及び国民保護などあらゆる
危機事象に対応するため、関係機関の連携により、人
材育成や県民への広報活動などを行い、「とくしまを
守る力」の向上を図るとともに、警察、防災関係機
関、地域住民の連携による各種防災訓練など、より実
践に即した訓練の実施や、訓練による課題を踏まえ、
災害対策本部及び防災関係機関の応急対処能力の向上
等を図るほか、防災体制の検証を行います。＜危機・
警察＞

●県消防操法競技大会を、難易度を上げて（水出しポ
ンプ操法）実施するなど、市町村・消防団と協力し
て、県下の消防団員の技術力、迅速的確な行動、規
律、士気の向上を図ります。＜危機＞

●県消防操法大会において、実践に即した水出し操法
を実施するなど、市町村・消防団と協力して、県下の
消防団員の技術力、迅速的確な行動、規律、士気の向
上を図ります。＜危機＞

危機

○水出し操法の実施（隔年）
　　　㉘㉚実施

建設産業の健全な発展のためには、未就業者のみなら
ず、若年者や女性の活躍が必要であり、担い手確保・
育成に向け、雇用だけでなく若年者等の定着度合いを
把握する観点から、平成２７年度より経営事項審査に
おいて加点を始めた「若年技術職員の人数が１５％以
上」の業者数を活用し、毎年１０社以上の増加を目指
すものであり、基本的には現行の６名の雇用を上回る
目標へと変更するものである。

近年、異常気象や大きな自然災害が頻発しており、確
実に迫り来る巨大災害や高まる自然災害のリスクに対
して、県民の防災意識の高揚、浸透を図るため、各種
防災訓練、防災講習等の更なる実施を検討する。

●地域や自治体、防災関係機関それぞれが防災体制を
チェックする「毎月１点検運動」を実施し、県民の防
災に対する機運の醸成を図ります。＜危機＞

文言の整理
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

252 3-2-1 P124
機能
強化

運用 → →
機能
強化

運用 → →

1回 1回 1回 1回

30,000
人

35,000
人

40,000
人

268 3-2-3 P126 推進 →

250
箇所

300
箇所

250
箇所

350
箇所

270 3-2-4 P127 推進 → → →

12市町 13市町 14市町 15市町 12市町 15市町

○情報入力・共有の迅速化
　　　㉕１回→㉗～㉚操作説明会の年1回以上の
                    実施

危機

○新すだちくんメール 登録者数（累計）
　　　㉕－→㉚４０，０００人

新たなすだちくんメールの登録のしやすさ等をもっと
広く広報し、登録者数の増加を目指すべきとの全議員
勉強会での御提案を受け、見直しを行う。

●携帯電話を活用した安否確認サービス「すだちくん
メール」の機能を強化し、新たなサービスとして提供
し、災害時に地域住民が相互に安否情報を共有できる
体制を構築するとともに、企業や自治体が職員の参集
情報を共有できる体制を構築し、災害の迅速な初動体
制の確立を図ります。＜危機＞

●機能強化により、パソコンやスマートフォン、タブ
レットだけでなく、従来型携帯電話からでも簡単に登
録でき、配信スピードも大幅にアップした安否確認
サービス「すだちくんメール」により、災害時に地域
住民が相互に安否情報を共有できる体制を構築すると
ともに、企業や自治体が職員の参集情報を共有できる
体制を構築し、災害の迅速な初動体制の確立を図りま
す。＜危機＞

部局

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

基本目標3「安全安心・強靱とくしま」の実現

3－2　進化する「とくしまゼロ作戦」の展開

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

●津波浸水想定エリアの住民や道路利用者等の速やか
な避難行動を促進するため、「海抜表示シート」を設
置します。＜県土＞

県土

○津波浸水想定エリア内における
　海抜表示シートの設置（累計）
　　　㉕１９４箇所→㉘３００箇所

○津波浸水想定エリア内における
　海抜表示シートの設置（累計）
　　　㉕１９４箇所→㉘３５０箇所

国道から県道に移管を受けた区間及び新たに設置箇所
の精査を行った結果、５０箇所の計画増とする。

●民間建築物の耐震診断・耐震改修補助を行う市町村
を支援します。＜県土＞

県土

○耐震診断義務付け建築物のある
　全ての市町村での補助制度創設
　　　㉕１０市町→㉚１５市町

○耐震診断義務付け建築物のある
　全ての市町村での補助制度創設
　　　㉕１０市町→㉘１５市町

耐震診断義務付け建築物のある15市町のうち、H26末
時点において14市町で補助制度を創設できたことか
ら、工程の見直しを行い、目標達成年度をH28に前倒
しする。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

283 3-3-2 P130 推進 → → → 推進 → → →

追加
(2-

2-4)

286 3-3-3 P131 推進 → → → →

2回 2回 2回 2回 2回

○「津田地区活性化計画」の実現に向けた土地造成
（再掲）
　　　㉕－→㉚埋立概成

「活性化計画」に基づき戦略的な事業展開を図るた
め、高速道路関連用地等の整備を検討する。

県土

○「徳島県新幹線導入促進期成会（仮称）」の設立
　　　㉗設立

○「徳島県四国新幹線導入促進期成会」の設立
　　　㉗設立

政策
県土

●日本全体の新しい「リダンダンシー」の確保・「二
眼レフ構造」の国土構築や、最新の新幹線技術による
「技術立国日本の再生」など、日本再生の起爆剤とな
る四国新幹線の実現を目指します。＜政策・県土＞

○四国新幹線実現に向けた機運醸成に係るＰＲ活動
  回数
　　　㉕２回→㉗～㉛年間２回

○高松自動車道の四車線化
　　　㉕工事施工中→㉚完成

○津田地区への追加ＩＣ設置、阿南ＩＣへの
　追加ランプ設置
　　　㉕－→㉚工事促進中

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

改善見直しの理由及び概要 部局

基本目標3「安全安心・強靱とくしま」の実現

3－3　強靱で安全な県土づくりの推進

番号

該当箇所 工程（年度別事業計画）

●高速道路ネットワークの機能強化を図るため、津田
地区追加ＩＣ、阿南ＩＣ追加ランプを設置するととも
に、「暫定二車線区間の解消」など、道路を賢く使う
取組みを推進します。
また、徳島小松島港津田地区において、産業構造の変
化や時代のニーズへの対応を図るため、「物流機能の
充実強化」、「既存ストックの有効活用」、「防災機
能の強化」の観点を含め、将来の方向性を示す「活性
化計画」を策定します。＜県土＞

●高速道路ネットワークの機能強化を図るため、津田
地区追加ＩＣ、阿南ＩＣ追加ランプを設置するととも
に、「暫定二車線区間の解消」など、道路を賢く使う
取組みを推進します。
また、徳島小松島港津田地区において、「活性化計
画」に基づき「とくしま回帰先進地」としての再生に
向け、高速道路供用に必要な取組みを推進します。＜
県土＞

○「津田地区活性化計画」の策定
　　　㉗策定

9月30日に設立し、正式名称が決定したため。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

改善見直しの理由及び概要 部局番号

該当箇所 工程（年度別事業計画）

289 3-3-5 P132 推進 → → →

1,250
施設

5,000
施設

5,100
施設

5,201
施設

1,250
施設

5,000
施設

5,100
施設

5,195
施設

224施
設

252施
設

283施
設

317施
設

26施設 26施設 26施設 26施設

6公園 6公園 7公園 8公園

28団地 30団地 31団地 34団地

14施設 14施設 15施設 15施設

4箇所 5箇所 6箇所 7箇所

28施設 32施設 36施設 40施設

298 3-3-6 P134 推進 → → →

2港 2港 3港

●大規模災害時に、「救援物資の海上輸送」等の優先
業務を継続させ、物流機能を早期に回復できるよう、
「港湾ＢＣＰ」の策定を推進するとともに、必要に応
じて見直しを行います。＜県土＞

●大規模災害時に、「救援物資の海上輸送」等の優先
業務を継続させ、物流機能を早期に回復できるよう、
「港湾ＢＣＰ」の策定を推進するとともに、継続して
検証・見直しを行います。＜県土＞

県土

○港湾ＢＣＰを策定した重要港湾数（累計）
　　　㉕１港→㉗２港

○港湾ＢＣＰを策定した防災拠点港数（累計）
　　　㉕１港→㉙３港

○老朽化対策に着手した都市公園数（累計）
　　　㉕１公園→㉚８公園

○長寿命化計画策定済み土木施設数（累計）
　　　㉕１，１０９施設（２１．３％）
　　　→㉚５，２０１施設（１００%）

○長寿命化計画策定済み土木施設数（累計）
　　　㉕１，１０９施設（２１．３％）
　　　→㉚５，１９５施設（１００%）

○老朽化対策に着手した
　道路施設（橋梁、トンネル等）数（累計）
　　　㉕１６１施設→㉚３１７施設

○老朽化対策に着手した
　河川管理施設（排水機場等）数（累計）
　　　㉕９施設→㉗２６施設

○老朽化対策に着手した県営住宅数（累計）
　　　㉕２６団地→㉚３４団地

○老朽化対策に着手した港湾施設（岸壁等）数
  （累計）
　　　㉕１１施設→㉚１５施設

○老朽化対策に着手した漁港施設（岸壁等）数
  （累計）
　　　㉕２箇所→㉚７箇所

●公共施設の老朽化に備え、必要な機能を維持しつ
つ、将来の改良・更新コストを抑制するため、構造物
の長寿命化計画を早期に策定し、老朽化対策を推進し
ます。
＜農林・県土＞

農林
県土

○老朽化対策に着手した基幹的水利施設数（累計）
　　　㉕２１施設→㉚４０施設

旧道の移管等により全施設数が減少したため。

重要港湾における港湾ＢＣＰの策定に引き続き、耐震
強化岸壁を有する防災拠点港における港湾ＢＣＰの策
定についても検討する。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

改善見直しの理由及び概要 部局番号

該当箇所 工程（年度別事業計画）

新規 3-3-6 P134 推進 → →

「平成２６年度プレジャーボート全国実態調査」の結
果、本県には依然として３，１９７隻の放置艇が係留
等されており、またプレジャーボート総数に対する放
置艇の割合（放置艇率）も８９．４％と高いため、抜
本的な対策を検討する。

農林
県土

新規 3-3-6 P134 制定 推進 →

新規 3-3-6 P134 構築 推進 →

新規 3-3-6 P134 促進 → →
平成27年9月関東・東北豪雨を受け、水防活動の重要
性が再認識される中、県民の安全・安心を確保するた
め、新たに防災ステーションの整備促進を検討する。

県土

303 3-3-8 P135
部会
設置

→ 検討 試行 →

●洪水被害から住民の生命と財産を守るため、出水時
の水防活動拠点、水防資機材の備蓄基地等となる「中
鳥河川防災ステーション（仮称）」の整備を促進しま
す。＜県土＞

●河川の氾濫に伴う浸水被害に対し、県民の安全・安
心を確保するため、公共事業による河道掘削に加え
て、土砂の撤去から活用まで支援・管理する「河川安
全・安心協働モデル」を構築し、取組みを推進しま
す。＜県土＞

近年の河川内における堆積土砂の状況を受け、県民の
安全・安心を確保するため、新たに堆積土砂の総合対
策となるモデルの構築を検討する。

県土

○「河川安全・安心協働モデル」の構築
　　　㉘構築

●雨の降り方が「新たなステージ」に入ったことによ
り、頻発化・激甚化する水害や頻発する渇水に対し
「県土の強靱化」を図るため、「治水・利水条例（仮
称）」を制定し、施策を推進します。＜県土＞

平成27年9月関東・東北豪雨による鬼怒川決壊や２年
連続して那賀川流域で発生した浸水被害を受け、気候
変動にともない頻発化・激甚化が懸念される洪水や渇
水から県民の安全・安心を確保するため、新たに治
水・利水条例（仮称）の制定を検討する。

県土

○治水・利水条例（仮称）の制定
　　　㉘制定

●津波・洪水時における船舶の流出による県民の生
命・財産への被害を防ぐため、「徳島県放置艇削減計
画」に基づき、「放置艇」の解消に向けた取組みを推
進します。＜農林・県土＞

●平成２７年度に設置予定の庁内組織「徳島県公共施
設等総合管理計画推進本部（仮称）」の下に「ＰＰＰ
／ＰＦＩ・コンセッション等民間活力導入検討部会
（仮称）」を設置し、民間活力導入に向けた検討を行
います。＜経営＞ 経営

○新たな行政手法（ＰＰＰ/ＰＦＩ方式※・
　コンセッション方等）の導入
　　　㉚試行

○新たな行政手法（ＰＰＰ/ＰＦＩ方式※・
　コンセッション方式等）の導入
　　　㉚試行

誤字訂正
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

312 3-5-1 P138 推進 → → →

4回 4回 4回

10件 20件 30件 40件

314 3-5-1 P139 推進 → → →

3件 4件 4件 5件 3件 5件 5件 5件

●日本農林規格（ＪＡＳ）等の取得により、生産工程
が明らかとなった安全で安心な畜産物を供給します。
＜農林＞

農林

○ＪＡＳ等取得件数（累計）
　　　㉕３件→㉚５件

○ＪＡＳ等取得件数（累計）
　　　㉕３件→㉚５件

●「とくしまトレースフードプロジェクト」を推進
し、食品履歴の「見える化」による信頼確保を図りま
す。
また、食品表示の適正化を図るための人材育成策の柱
として、「食の安全安心学び推進プログラム」を開設
し、食品関連事業者等における食品表示責任者養成研
修や認証＆ＨＡＣＣＰ導入担当者研修を実施し、食品
表示に係る知識の普及を図るとともに、食の安全安心
に関する情報を一元化した「とくしま食の安全安心情
報ポータルサイト」を開設し、食に関する各種情報を
発信することにより、食の安全安心の確保を推進しま
す。＜危機＞ 危機

○「食の安全安心学び推進プログラム」の創設
　　　㉗創設

「食の安全安心学び推進プログラム」の開催回数
　　㉗創設→㉘～㉚年間４回

部局
（現　行）

主要施策・主要事業の概要・数値目標
改善見直しの理由及び概要

○食品関連事業者等認定数（累計）
　　　㉕－→㉚４０件

○「とくしま食の安全安心情報ポータルサイト」の
  創設
　　　㉗創設

基本目標3「安全安心・強靱とくしま」の実現

3－5　守り抜く！くらし安全安心セーフティーネットの構築

番号

該当箇所 工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

消費生活コーディネーター等人材育成のため「食の安
全安心学び推進プログラム」を開催する。

平成27年度の実績見込みが目標値を上回ると推計され
ることから、取組のより一層の推進に向けて、目標達
成の前倒しを検討する。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
部局

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

改善見直しの理由及び概要番号

該当箇所 工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

318 3-5-2 P139 推進 → → → →

170
事業者

170
事業者

170
事業者

170
事業者

170
事業者

170
事業者

200
事業者

200
事業者

200
事業者

200
事業者

平成27年度の鳴門わかめ不適正表示事案を受け、平成28
年度以降、立入事業者数を上方修正することとした。目標
値については、食の安全安心審議会に諮っている「食品表
示適正化基本計画」に合わせている。

150件 150件 150件 150件

319 3-5-2 P140 推進 → → → →

230人 310人 390人 470人 500人 230人
1,000
人

1,100
人

1,200
人

1,250
人

食品表示責任者の設置が義務づけられている特定食品
製造事業者の届出件数が約1,200件(H27.12末)あり、
平成27年度単年度の受講者数も約480名(H27.12末)で
あるため、実状に合う形で上方修正した。

336 3-5-6 P142 推進 → → → 推進 → → →

県警察においては、平成２６年４月、６０年ぶりに県
下の警察署の体制を見直し、西部４警察署の統合を実
施したところ、検挙と抑止の両面で大きな成果が挙
がった。
今後、ますますスピード化・広域化に拍車がかかる事
件事故に対して、迅速・的確に警察活動を展開するた
めには、治安情勢や管内状況の変化を敏感に捉え、柔
軟で強靱な組織体制を再構築していく必要があり、署
員数５０人以下の小規模警察署や大規模店舗の進出等
により、管内の情勢が劇的に変化している警察署が抱
える課題を解決するため、新たな管轄区域の見直しや
組織体制の再編について検討する。

警察

新規 3-5-7 P143 推進 → →

自転車のマナー向上を目指した県民運動を展開すること
により、児童・生徒の交通安全意識を高揚させると共に県
民総ぐるみで取り組み、全体の交通事故発生件数の中で
高い割合を占めている自転車事故防止を図り、合わせて
交通事故総数の発生を抑止して安全な自転車利用環境を
構築するため。

危機
教育
警察

危機

○とくしま食品表示Gメンの立入調査・検査
　事業者数
　　　㉕－→㉗～㉛年間１７０事業者

○とくしま食品表示Gメンの立入調査・検査
　事業者数
　　　㉕－→㉘～㉛年間２００事業者

○科学的産地等判別件数
      ㉕－→㉗～㉚年間１５０件

●食品関係事業者の食品表示責任者等に表示関連法令
の啓発指導を行い、事業所における食品表示リーダー
の養成を推進します。＜危機＞

危機

○食品表示責任者等講習会受講済数（累計）
　　　㉕－→㉛５００人

○食品表示責任者等講習会受講済数（累計）
　　　㉕－→㉛１,２５０人

●「食品表示の適正化等に関する条例」に基づき、県
民の健康の保護並びに消費者に信頼される県産食品の
生産及び供給の振興を図るため、産地偽装の抑止対策
として科学的産地等判別分析を活用するなど、食品表
示の適正化等に関する施策を計画的かつ総合的に推進
します。
また、食品表示Ｇメンの監視体制の充実強化を図ると
ともに、食品表示に関する啓発を推進します。＜危機
＞

●組織のあり方の見直しや効率的な人員配置により、
夜間・初動体制と機動力を強化し、事件事故への迅
速・的確な初動対応を行います。＜警察＞

●新たな管轄区域の見直しや組織体制の再構築、効率
的な人員配置により、柔軟で強靱な組織基盤の整備を
図り、事件事故の徹底抑止、迅速・的確な初動対応を
行います。＜警察＞

●自転車安全適正利用条例に基づき「自転車交通安全
運動月間（４月・５月）」を定めるなど命を守る自転
車の安全適正利用と交通マナーアップの県民運動を推
進します。＜危機・教育・警察＞
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
部局

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

改善見直しの理由及び概要番号

該当箇所 工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

342 3-5-7 P144 推進 → → → 推進 → → →

1,100
頭

800頭 600頭 540頭

危機

●「徳島県動物愛護管理推進計画」に基づき、不妊・
去勢の推進、適正飼養にかかる啓発、譲渡の推進を図
り、犬猫の殺処分頭数ゼロを目指します。＜危機＞

●「徳島県動物愛護管理推進計画」に基づき、不妊・
去勢の推進のため、交付金事業を拡充し、市町村との
連携を深め引取につながる繁殖抑制を図る。適正飼養
にかかる啓発、譲渡の推進を図るため、環境省のモデ
ル事業活用等により強化し、犬猫の殺処分頭数ゼロを
目指します。＜危機＞

○犬猫の殺処分頭数
　　　㉕２，２９０頭→㉚５４０頭

Ｈ２７年度は気候的好条件により、飼い主不明の猫の
引取が増加したことをうけ、飼い主がいない猫対策を
環境問題として捉え、市町村、ＴＮＲ活動ボランティ
ア等の協力体制の構築を強化する。さらに譲渡候補動
物の健康管理の改善と、情操教育、ボランティア活動
を活性化し譲渡推進を図る。
※ＴＮＲ活動：野良猫の繁殖を防ぐため捕まえて
（Trap）避妊去勢（Nuter）手術し、元の場所に
（Return）戻す活動
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

345 4-1-1 P145 推進 → → →

追加 300人 300人 300人

347 4-1-2 P145 推進 → → →

40件 45件 50件 55件 40件 55件 60件 65件

●二酸化炭素を排出せず、走行距離の長い次世代エコ
カー「燃料電池自動車（ＦＣＶ）」を県内に普及させ
るため、自然エネルギー由来の水素を供給する啓発用
ステーションを本庁内に整備し、県自らが公用車とし
てＦＣＶを導入します。＜県民＞

県民
○自然エネルギー由来の水素ステーションの整備
　　　㉘整備

○「燃料電池自動車」の県公用車導入
　　　㉘導入

　

県内において水素エネルギーの普及を加速化するため
には、水素ステーションの整備促進とともに、水素の
有用性や優れた環境性について理解促進が重要である
ことから、県庁内に設置する「水素社会啓発・体験
ゾーン」等を活用し、未来を担う子どもたちをはじ
め、県民の皆様方が身近に水素エネルギーに触れるこ
とができる「普及啓発の拠点」として、環境学習など
の啓発活動を積極的に実施することとし、新たに数値
目標を設定する方向で検討する。

○「水素社会啓発・体験ゾーン」等での環境学習
　参加者数
　　　㉕― → ㉘～㉚年間３００人

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－1　未来エネルギーへの挑戦

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

●産業部門における自然エネルギー・省エネルギー対
策を促進するため、中小企業における設備導入に向け
た取組みを推進します。＜県民＞

県民

○融資による自然エネルギー等の導入数
　　　㉕２３件→㉚５５件

○融資による自然エネルギー等の導入数
　　　㉕２３件→㉚６５件

平成27年度までの融資件数が目標を上回る見込みであ
るため、「融資による自然エネルギー等の導入数」を
上方修正する方向で検討する。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

351 4-2-1 P146 推進 → → →

28地区 29地区 30地区 31地区 28地区 32地区 33地区 34地区

6,000
kW

6,000
kW

6,000
kW

360

4-2-
2

(1-
1-4)

P147 促進 → → →

追加 3箇所 4箇所 5箇所

バイオマスの利活用については、豊富な森林資源や環
境、エネルギー対策への関心の高まりから順調に実績
が伸びており、平成27年度の実績見込みが目標値を上
回ると推計されることから、取組のより一層の推進に
向けて、バイオマス利活用モデル地区数の目標数値の
上方修正を検討する。

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－2　エネルギー「地産地消」の推進

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

●本県の特性を活かし、未利用木質資源などバイオマ
スの生産・利用を担う環境関連産業の創出や、関連技
術を活用した地域づくりに取り組みます。＜農林＞

農林
○バイオマス利活用モデル地区数（累計）
　　　㉕２６地区→㉚３1地区

○バイオマス利活用モデル地区数（累計）
　　　㉕２６地区→㉚３４地区

○木質バイオマスによる発電量
　　　㉕－→ ㉘６，０００kＷ

数値目標を設定してはどうかとの県政運営評価戦略会
議の御提言を受け、県が独自に取り組んでいる「店舗
利用型」パーク・アンド・ライドの実施箇所数を、新
たに数値目標として設定する。

●パーク・アンド・ライド、ノーカーデー等の社会的
メリットを渋滞対策協議会等を通じて啓発し、マイ
カー利用から公共交通機関利用への転換を促進しま
す。（再掲）
＜県土＞ 県土

○店舗利用型パーク・アンド・ライド実施箇所数
　　　㉕－→㉚５箇所
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

383 4-3-4 P152 推進 → → →

465t 460t 455t 450t 480t 470t 460t 450t

397 4-3-7 P154 推進 → → → 推進 → → →

5,000
回

5,000
回

5,000
回

5,000
回

追加 2箇所 2箇所 2箇所
○監視カメラ運用共働監視箇所数
　　　㉕－→㉘～㉚２箇所

地元住民によるパトロール隊などと共働し、平成２７
年度事業で導入した監視カメラを活用した不法投棄多
発箇所の重点監視を行うことで、監視活動をより一層
強化し、不法投棄の拡大防止を図る。

県民

計画の基準とした平成２５年度の化学物質排出量の確
定値が、想定値（４７８ｔ）を上回り、４９０ｔで
あったことに伴い、中間目標を修正する。

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－3　「未来への贈り物」美しく豊かな環境の継承

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

●化学物質による環境リスクを低減するため、県民や
事業者の方に化学物質のリスクを正しく理解していた
だくよう努めるとともに、その適正使用を呼びかけ、
有害な化学物質の環境中への排出量の削減を図りま
す。＜県民＞ 県民

○化学物質の環境への年間排出量
　　　㉕４７８ｔ→㉚４５０ｔ

○化学物質の環境への年間排出量
　　　㉕４９０ｔ→㉚４５０ｔ

●不法投棄の大規模化を未然に防止するため、不法投
棄の早期発見・早期対応を徹底します。＜県民＞

●パトロールや監視カメラの活用などにより、不法投
棄の早期発見や拡大防止を図り、大規模化を防止しま
す。＜県民＞

○廃棄物の適正処理のための
　事業所等への立入調査（延べ回数）
　　　㉕４，９６５回
      →㉗～㉚年間５，０００回以上
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

406 4-4-1 P157 推進 → → →

86人 94人 102人 110人

1,050
件

1,100
件

1,150
件

1,200
件

1,050
件

1,500
件

1,550
件

1,600
件

2箇所 2箇所 2箇所 2箇所

410 4-4-2 P158 推進 → → → 推進 → → →

4箇所 5箇所 5箇所 6箇所

25人 50人 75人 100人

追加 4箇所 7箇所 10箇所

414 4-4-3 P158 推進 → → →

51地区 52地区 53地区 54地区 51地区 54地区 55地区 56地区

集落等で取り組んだ防止施設等の整備件数について
は、平成27年度の実績見込みが目標値を上回ると推計
されることから、取組のより一層の推進に向けて、目
標数値の上方修正を検討する。

部局

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－4　人と自然が調和するとくしまの推進

番号

該当箇所 工程（年度別事業計画）工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

改善見直しの理由及び概要

●「徳島県公共事業環境配慮指針」、「徳島県田園環
境配慮マニュアル」等に基づき、自然環境に配慮した
公共事業を推進します。＜農林・県土＞

農林
県土

○自然環境調査に基づく事業計画策定地区数
　（累計）
　　　㉕４７地区→㉚５４地区

○自然環境調査に基づく事業計画策定地区数
　（累計）
　　　㉕４７地区→㉚５６地区

○鳥獣被害対策指導員の養成人数（累計）
　　　㉕７１人→㉚１１０人

○集落等で取り組んだ防止施設等の整備件数
  （累計）
　　　㉕９８５件→㉚１，２００件

○集落等で取り組んだ防止施設等の整備件数
  （累計）
　　　㉕９８５件→㉚１，６００件

●農林水産業の生産活動を促進するため、サル・シ
カ・イノシシ・カワウなどの鳥獣被害対策を総合的に
進めます。＜農林＞

農林

○広域連携による
　新たなカワウ被害防止対策の実施箇所数
　　　㉕－→㉗～㉚年間２箇所

平成27年度の実績見込みが目標値を上回ると推計され
ることから、取組のより一層の推進に向けて、目標数
値の上方修正を検討する。

●自然公園内の自然生態系が消失・変容した地域にお
いて、損なわれた自然環境を取り戻すため、専門家、
ＮＰＯ、地域住民等の参加の下、自然の再生・修復を
図ります。
また、県民が生物多様性の重要性を認識するととも
に、それぞれが生物多様性を保全し、持続的に活用す
る行動を推進するため、県民に対する生物多様性の広
報・教育・普及啓発を強化します。＜危機・県民＞

●自然公園内の自然生態系が消失・変容した地域にお
いて、損なわれた自然環境を取り戻すため、専門家、
ＮＰＯ、地域住民等の参加の下、自然の再生・修復を
図ります。
また、県民が生物多様性の重要性を認識するととも
に、それぞれが生物多様性を保全し、持続的に活用す
る行動を推進するため、とくしま生物多様性センター
を中心として、県民に対する生物多様性の広報・教
育・普及啓発を強化します。＜危機・県民＞

本県の自然豊かな環境とそこに息づく多種多様な野生
生物などを未来に引き継いでいくため、県内の様々な
ＮＰＯ、事業者、研究者が行っている活動への支援
や、それらの活動を結びつけ豊かな生物多様性を保全
する活動の輪を広げてていくためのプラットフォーム
として「とくしま生物多様性センター」を位置付け
る。
また、コウノトリの生息地など、特に重要なエリアを
「とくしま生態系ホットスポット１０選」として選定
し、徳島の豊かな生態系を次世代へ継承する必要があ
るため。

危機
県民

○生物多様性リーダー数
　　　㉕－→㉚１００人

○自然を再生する事業の実施地区数（累計）
　　　㉕３箇所→㉚６箇所

○生物多様性リーダーの創設
　　　㉗創設

○「とくしま生態系ホットスポット１０選」の選定
  (累計)
　　　㉕－→㉚１０箇所
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

420 4-5-2 P161 推進 → → →

2箇所 4箇所 7箇所 10箇所

2箇所 3箇所 4箇所 5箇所

「フォレストキャンパス」については、既に創設がな
されていることから、（仮称）を削除するもの。

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

基本目標4「環境首都・新次元とくしま」の実現

4－5　とくしま豊かな森林づくりの推進

番号

工程（年度別事業計画）該当箇所

●豊かな森林を活用し、森林体験や学習の場を創出す
ることで、将来の担い手の確保や森林への意識の醸成
を図ります。＜農林＞

農林
○「県民憩いの森（仮称）」の創設（累計）
　　　㉕－→㉚１０箇所

○大学等の体験林「フォレストキャンパス
　（仮称）」の創設（累計）
　　　㉕－→㉚５箇所

○大学等の体験林「フォレストキャンパス」の創設
（累計）
　　　㉕－→㉚５箇所

36 



　 　

 

総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

424 5-1-1 P162
順次
拡大

→ → → →
順次
拡大

→ → → →

7% 8% 9% 10% 11%

428

5-1-
1

(1-
2-5)

P163 推進 → → →

82,000
人

83,000
人

84,000
人

85,000
人

82,000
人

85,000
人

86,000
人

87,000
人

平成27年度の実績見込みが目標値を大きく上回ると推
計されるため、成果の更なる向上を目指し、主催講座
受講者数の目標数値について上方修正を検討する。

政策

○主催講座受講者数
　　　㉕８１，７９５人→㉚８７，０００人

●「徳島県立総合大学校（まなびーあ徳島）」におい
て、県や高等教育機関、企業、ＮＰＯ、住民、市町村
など多様な主体とのパートナーシップにより運営を行
う講座情報を、ワンストップで提供するとともに、県
民ニーズに基づいた講座の開催を推進するなど、本県
のまなび拠点として、「徳島県立総合大学校（まな
びーあ徳島）」の一層の充実・強化を図ります。（再
掲）＜政策＞

○主催講座受講者数
　　㉕８１，７９５人→㉚８５，０００人

●働く意欲を持つ高齢者にその経験と能力を活かした
就業の機会の確保・提供を行い、高齢者の生きがいを
高めるとともに、地域社会の活性化を図ります。＜商
工＞

●働く意欲を持つ高齢者にその経験と能力を活かした
就業の機会の確保・提供を行い、高齢者の生きがいを
高めるとともに、シルバー人材センターを活用し、ア
クティブシニアの多様な働き方の支援と周知・広報に
努めることにより、地域社会の活性化を図ります。＜
商工＞

商工

○「シルバー人材センター」の派遣従事者の割合
　　㉕５．１％→㉛１１％

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要
（現　行）

主要施策・主要事業の概要・数値目標

県政運営評価戦略会議において「シルバー人材セン
ターの広報になお一層力を入れて欲しい」との御提言
を受けたため、シルバー人材センターに関し、請負型
就労のみでなく、派遣型就労も可能であること等を広
報することとし、文言を修正する。

部局

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－1　生涯現役！躍動とくしまの展開

番号

該当箇所
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

443 5-2-1 P166 推進 → → → → 推進 → → → →

50,500
人

50,600
人

50,700
人

50,800
人

17,600
人

17,700
人

17,800
人

17,900
人

17,600
人

17,700
人

17,800
人

17,900
人

70% 70% 80% 80%

40% 50% 50% 60% 70%

追加

444

5-2-
1

(1-
2-3)

P166 推進 → → → 推進 → → →

○「男女共同参画フォーラムinとくしま」の開催
　　㉗開催

○「ときわプラザ（男女共同参画交流センター）」
　利用者数
　　㉕５０，４７６人→㉚５０，８００人

○「輝く女性応援フェスティバル（仮称）」の
　開催
　　㉗開催

○イベント参加者・講座受講者の
　企画内容満足度（アンケート調査結果）
　　㉕－→㉚８０％

○「フレアとくしま１００講座」受講者数
　　㉕１７，５２９人→㉚１７，９００人

●「男女共同参画交流センター」を核として、講演会
やセミナーを開催するなど、総合的かつ計画的に男女
共同参画を進めます。
また、平成26年度「女性活躍元年」における「女性活
躍推進フォーラム」開催による機運の高まりを持続さ
せ、さらに女性活躍推進加速化を図るため、新たな企
画を取り入れるなど「役立つ学び場」として「輝く女
性応援フェスティバル（仮称）」を開催するととも
に、女性の力を結集する「全国級大会」の誘致促進を
図ります。＜県民＞

●「男女共同参画交流センター」を核として、講演会
やセミナーを開催するなど、総合的かつ計画的に男女
共同参画を進めます。
また、平成26年度「女性活躍元年」における「女性活
躍推進フォーラム」開催による機運の高まりを持続さ
せ、さらに女性活躍推進加速化を図るため、新たな企
画を取り入れるなど「役立つ学び場」として「輝く女
性応援フェスティバル」を開催するとともに、女性活
躍のための「推進計画」を策定します。＜県民＞

○「フレアキャンパス」受講者数
　　㉕１７，５２９人→㉚１７，９００人

○「輝く女性応援フェスティバル」の開催
　　㉗㉘開催

○女性活躍推進法に基づく「推進計画」の策定
　㉘策定

「女性活躍推進法」の成立により、今後、女性の職業
生活における活躍を効果的に進めていくためには、事
業の見直しや計画の策定が必要であることから、内容
を修正し項目を追加する。

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－２　加速する！女性の活躍促進

番号

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要
（現　行）

主要施策・主要事業の概要・数値目標
部局

該当箇所

●女性が働きやすい企業や、働く女性のロールモデル
を紹介するポータルサイトを創設するとともに、全国
で活躍する女性が集う大会を誘致するなど、働く女性
を応援し、活躍を促進します。（再掲）＜商工＞

●女性が働きやすい企業や、働く女性のロールモデル
を紹介するポータルサイトによる情報発信を行うとと
もに、全国で活躍する女性が集う大会を誘致するな
ど、働く女性を応援し、活躍を促進します。＜商工＞

商工

○「全国商工会議所女性会連合会総会」の開催
　　㉘開催

平成27年度中にポータルサイトを創設見込みであり、
今後はポータルサイトを活用した女性活躍に係る情報
の積極的な発信を進めていくため、文言を修正する。

県民

○イベント・講座による実践的活動への
　参加意欲向上度（アンケート調査結果）
　　㉕－→㉛７０％

○「女性活躍ポータルサイト（仮称）」の創設
　　㉗創設
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

451 5-3-1 P168 推進 → → → →

20,500
円

21,000
円

21,500
円

22,000
円

20,500
円

21,300
円

21,700
円

22,200
円

全国1
位

全国1
位

455 5-3-1 P169 推進 → → →

590人 600人 610人 620人 590人 655人 665人 675人

●グループホームの整備を促進し、生活基盤の充実を
図り、障がい者の地域生活への移行を推進します。＜
保健＞

保健

○グループホームの定員数
　　㉕５７７人→㉚６２０人

○グループホームの定員数
　　㉕５７７人→㉚６７５人

○施設利用者の平均工賃全国順位
　　㉕全国２位→㉚全国１位

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

前計画の最終目標値20,000円を基礎として目標額を設
定したが、最終実績が20,388円と当初の想定を大きく
上回ったため、再設定を行った。

部局

●障がい者の働く意欲と能力に応じて働ける社会づく
りを推進するため、就労支援事業所の生産品の販路拡
大などによる事業所経営の改善支援等により、施設利
用者の工賃※のアップを図ります。＜保健＞

保健○施設利用者の工賃（月額）
　　㉕１９，２９９円→㉚約２２，０００円
　　　（全国㉕１４，４３７円）

○施設利用者の工賃（月額）
　　㉕１９，２９９円→㉚約２２，２００円
　　　（全国㉕１４，４３７円）

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－３　障がい者が支える社会の構築

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

前計画の最終目標値(H26)580人を基礎として目標値を
設定したが、最終実績(H26)が617人と当初の想定を上
回ったため、再設定を行った。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

新
規

策定・
推進

推進 →

平成27年3月に総務省から「新公立病院改革ガイドラ
イン」が示され、「地域医療構想を踏まえた役割の明
確化」等の視点に沿ったプランの策定が要請されたこ
とから、県立病院におけるプランを策定し、推進する
必要がある。

病院

468
5-4-

2
P172 推進 → → → 推進 → → →

70人 80人 90人 95人

3地域 3地域 3地域 3地域

471
5-4-

2
P172 → → 開院 → → 開院

475
5-4-

2
P173 支援 → → →

200人 200人 200人 200人

4,300
人

5,500
人

6,700
人

8,000
人

4,300
人

7,500
人

8,500
人

9,500
人

●県立病院における「新公立病院改革プラン」を策定
し、高度・先進医療や救急医療等の政策医療を安定的
かつ継続的に推進します。＜病院＞

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－４　いきいき健康とくしまの推進

番
号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

●県内における地域医療を守るための仕組みを検討す
るとともに、医師修学資金の貸付や夏期地域医療研修
の開催などにより、地域医療を担う医師等の養成・確
保を図ります。
また、海部地域の医師不足に対応するため、移転改築
後の海部病院内に、若手医師・医学生の研修・実習の
拠点となる地域医療研究センター（仮称）を開設し、
県立海部・町立美波・町立海南の３病院一体となった
医療提供体制（海部モデル）を構築します。＜保健＞

●県内における地域医療を守るための仕組みを検討す
るとともに、医師修学資金の貸付や夏期地域医療研修
の開催などにより、地域医療を担う医師等の養成・確
保を図ります。
また、海部・那賀地域の医師不足に対応するため、移
転改築後の海部病院内に、若手医師・医学生の研修・
実習の拠点となる地域医療研究センター（仮称）を開
設するとともに、海部・那賀地域の公的医療機関が一
体となった医療提供体制（海部・那賀モデル）を構築
します。＜保健＞

保健

○医師修学資金貸与者数（累計）
　　㉕５９人→㉚９５人

○３病院一体となった医療提供体制の構築
　　㉚構築

○海部・那賀地域の公的医療機関が一体となった医
療提供体制の構築
　　㉚構築

○地域医療研修の実施地域
　　㉕３地域→㉗～㉚３地域

●阿南医師会中央病院と阿南共栄病院の統合により、
新たに設立される「阿南中央医療センター（仮称）」
を地域包括ケアシステムの中核拠点として整備しま
す。＜保健＞

●阿南医師会中央病院と阿南共栄病院の統合により、
新たに設立される「阿南医療センター」を地域包括ケ
アシステムの中核拠点として整備します。＜保健＞

保健

○「阿南中央医療センター（仮称）」の整備
　　㉙開院

○「阿南医療センター」の整備
　　㉙開院

●少子高齢化が進むことから、血液製剤の安定供給の
確保を図るため、これからの献血を支えていく若年層
に対し、献血思想の普及を図ります。また、若年層に
向けた各種啓発を実施し、献血者の増加を図ります。
＜保健＞

保健
○高等学校の学内における学生の献血受付者数
　　㉕１７７人→㉗～㉚年間２００人

○献血モバイル会員登録者数
　　㉕３，１９２人→㉚８，０００人

○献血モバイル会員登録者数
　　㉕３，１９２人→㉚９，５００人

新たに、那賀地域も含めることとしたため。

新病院の名称が決まったため｡

平成27年度の実績見込みが目標値を上回ると推測され
るため、目標数値の上方修正を検討する。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

番
号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

490
5-4-

7
P178 推進 → → → 推進 → → →

(6-
2-3)

(6-
2-3)

2%減 4%減 6%減 8%減

(6-
2-3)

35% 35% 35% 35%

(6-
2-3)

52人 54人 57人 60人

(6-
2-3)

33.3% 44.4% 55.5% 55.5%

500
5-4-

11
P180 推進 → → →

18千人 22千人 26千人 30千人

35団体 40団体 47団体 50団体 35団体 44団体 48団体 52団体

●「元気な阿波っ子憲章（仮称）」を制定し、子供た
ちが健康について学び、自ら考え、実践できるよう、
学校・家庭・地域・専門機関等が連携して取り組みま
す。特に、子供たちの望ましい生活習慣の定着を図
り、肥満予防・肥満対策、生活習慣病予防対策を推進
します。
さらに、地場産物を活用した学校給食の推進や、食に
関する指導の充実のために、栄養教諭の配置を拡充
し、徳島の産物や食文化への理解を深めるなど、徳島
ならではの魅力ある食育を推進します。＜教育＞

○「元気なあわっ子憲章」の制定
　　㉗制定

○「元気な阿波っ子憲章（仮称）」の制定
　　㉗制定 平成27年12月21日に憲章の制定が承認され、正式名称

が「元気なあわっ子憲章」に決定したため。
また、子供たちの生活習慣の改善・肥満予防・肥満対
策を推進するためには、すべての学校で計画を立てて
継続的に取り組む必要があるため修正する。

○肥満傾向の児童生徒数（小中学校）
　　㉕５，４３７人→㉚Ｈ２５年度比８％減

○学校給食に地場産物を活用する割合
　　過去１０年間の平均３２．７％
　　→㉗～㉚３５％

○小中学校への栄養教諭の配置人数
　　㉕４９人→㉚６０人

○栄養教諭・学校栄養職員による
　食に関する授業を実施する学年の割合
　　㉕１１．１％→㉙５５．５％

●「徳島県自殺者ゼロ作戦」に基づき、行政及び民間
団体における相談機能の強化や連携体制の構築等によ
り、自殺予防を強力に推進するとともに、「徳島県自
殺予防サポーター」（ゲートキーパー※、傾聴ボラン
ティアなど自殺予防、傾聴の研修受講者）など、心の
ケアサポーターの更なる養成に努め、地域における自
殺対策の推進を図ります。＜保健＞

○自殺予防活動協定団体数
　　㉕２８団体→㉚５２団体

○自殺予防サポーター数
　　㉕１１，９１５人→㉚３０，０００人

○自殺予防活動協定団体数
　　㉕２８団体→㉚５０団体

保健

●「元気なあわっ子憲章」を制定し、子供たちが健康
について学び、自ら考え、実践できるよう、学校・家
庭・地域・専門機関等が連携して取り組みます。特
に、子供たちの望ましい生活習慣の定着を図るため、
すべての小中高校で生活習慣改善計画を策定し、実践
に取り組むことにより、肥満予防・肥満対策、生活習
慣病予防対策を推進します。
さらに、地場産物を活用した学校給食の推進や、食に
関する指導の充実のために、栄養教諭の配置を拡充
し、徳島の産物や食文化への理解を深めるなど、徳島
ならではの魅力ある食育を推進します。＜教育＞

教育

自殺予防活動協定団体数が、平成２７年１０月末時点
で４０団体と、現行の数値目標を上回っているため、
上方修正するものとする。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

517 5-5-3 P183 推進 → → → →

330件 370件 410件 450件 500件 330件
1,050
件

1,100
件

1,150
件

1,200
件

525 5-5-5 P185 推進 → → → 推進 → → →

600件 800件 900件
1,000
件

50本 100本 200本 300本

●県民の利便性向上等を図るため、オープンデータ
ポータルサイトを構築し、「宝の山」である公共デー
タの利活用を促進します。＜政策＞

●県民の利便性向上等を図るため、市町村や民間の公
的団体等とも連携しオープンデータポータルサイトの
充実を図り、「宝の山」である公共データの利活用を
促進します。＜政策＞

政策
○オープンデータ数（累計）
　　㉕－→㉚１，０００件

○オープンデータ利活用による
　アプリケーション数（累計）
　　㉕－→㉚３００本

●徳島ファンの輪を広げるため、「ふるさと納税制
度」を通じて、県内外に「ふるさと徳島」の魅力をよ
り積極的にアピールするとともに、県出身者など本県
ゆかりの方々との連携をさらに強化し、活力と魅力あ
ふれる徳島づくりを進めます。＜政策＞

政策

○ふるさと納税寄附件数
　　㉕２１２件→㉛５００件

○ふるさと納税寄附件数
　　㉕２１２件→㉛１，２００件

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現

５－５　ふるさと貢献とくしまの推進

番号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

「徳島ファン」の拡大を図るため、寄附メニューをわ
かりやすく整理するとともに、「パンフレットの制
作」や「新たな支払い方法の導入」による利便性の向
上等、各種施策を展開した結果、寄附数の大幅な増加
が図られる見込みとなったため、目標を上方修正す
る。

「民間データを収集する仕組みづくりの検討を（総合
計画審議会）」との意見をいただいているため、市町
村や民間の公的団体等との連携を明記した。

平成27年４月にポータルサイトの本格運用を開始して
おり、今後、同サイトの充実を図っていく。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

529
6-1-

1
P187 推進 → → →

50人 50人 50人 50人 50人 60人 60人 60人

部局改善見直しの理由及び概要

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６－１　世界で活躍する人材の育成

番
号

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）該当箇所

●学校へ日本語講師を派遣したり、研修会を開催した
りすることにより、帰国・外国人児童生徒に対する教
育を推進します。＜教育＞

教育

○日本語講師を派遣する対象の児童生徒数
　　㉕３９人→㉗～㉚年間５０人

○日本語講師を派遣する対象の児童生徒数
　　㉕３９人→㉘～㉚年間６０人

帰国・外国人児童生徒数の増加に伴い、日本語指導を必要
とする児童生徒が増えており、講師の学校派遣等を通じ
て、より多くの児童生徒を支援する必要があるため。

43 



　 　

 

総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

530
6-2-

1
P188 推進 → → → → 推進 → → → →

5地域 5地域 5地域 5地域 6地域

1地域 2地域 3地域 3地域 3地域

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６-２ とくしまオンリーワンスクールの創造

番
号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

●教育、学術及び文化の振興に関する施策の総合的な
推進を図るため、「総合教育会議」を設置し、本県教
育行政の羅針盤となる「徳島教育大綱（仮称）」を策
定します。
また、一貫した学習環境の下で学ぶ機会を選択できる
中高一貫教育のさらなる充実とともに、人口減少社会
に対応した新しい教育として、小規模化する学校を教
育資源や地域の社会教育施設等を相互に活用すること
により、多様な学びを保障する「新しい小中一貫教育
（徳島モデル）」として県内に普及するなど、地域の
特性を活かした新たな教育モデルの実践に取り組みま
す。＜政策・教育＞

●教育、学術及び文化の振興に関する施策の総合的な
推進を図るため、「総合教育会議」を設置し、本県教
育行政の羅針盤となる「徳島教育大綱」を策定しま
す。
また、一貫した学習環境の下で学ぶ機会を選択できる
中高一貫教育のさらなる充実とともに、人口減少社会
に対応した新しい教育として、小規模化する学校を教
育資源や地域の社会教育施設等を相互に活用すること
により、多様な学びを保障する「新しい小中一貫教育
（徳島モデル）」として県内に普及するなど、地域の
特性を活かした新たな教育モデルの実践に取り組みま
す。＜政策・教育＞ 政策

教育

○「徳島教育大綱（仮称）」の策定・推進
　　㉗策定

○「徳島教育大綱」の策定・推進
　　㉗策定

○学校分散型「チェーンスクール※」実施地域数
　　㉕１地域→㉛６地域

○学校一体型「パッケージスクール※」実施
　地域数
　　㉕１地域→㉙３地域

平成27年12月25日に開催した第６回総合教育会議にお
いて、「徳島教育大綱」が策定されたため、（仮称）
を削除する。

44 



総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

番
号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局

543
6-2-

3
P191 推進 → → → 推進 → → →

11種
目

13種
目

15種
目

17種
目

(5-
4-7)

(5-
4-7)

2%減 4%減 6%減 8%減

(5-
4-7)

35% 35% 35% 35%

(5-
4-7)

52人 54人 57人 60人

(5-
4-7)

33.3% 44.4% 55.5% 55.5%

教育

○「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
　結果において全国平均以上の種目数
　（全３４種目中）
　　㉕９種目→㉚１７種目

○「元気な阿波っ子憲章（仮称）」の制定
　（再掲）
　　㉗制定

○「元気なあわっ子憲章」の制定（再掲）
　　㉗制定

○栄養教諭・学校栄養職員による
　食に関する授業を実施する学年の割合（再掲）
　　㉕１１．１％→㉙５５．５％

○肥満傾向の児童生徒数（小中学校）（再掲）
　　㉕５，４３７人→㉚Ｈ２５年度比８％減

○学校給食に地場産物を活用する割合（再掲）
　　過去１０年間の平均３２．７％
　　　　　　　　　→㉗～㉚３５％

○小中学校への栄養教諭の配置人数（再掲）
　　㉕４９人→㉚６０人

●児童生徒の実態把握をもとに、学校・家庭・地域が
連携した取組みを実施し、児童生徒の体力向上を図り
ます。
また、「元気な阿波っ子憲章（仮称）」を制定し、子
供たちが健康について学び、自ら考え、実践できるよ
う、学校・家庭・地域・専門機関等が連携して取り組
みます。特に、子供たちの望ましい生活習慣の定着を
図り、肥満予防・肥満対策、生活習慣病予防対策を推
進します。
さらに、地場産物を活用した学校給食の推進や、食に
関する指導の充実のために、栄養教諭の配置を拡充
し、徳島の産物や食文化への理解を深めるなど、徳島
ならではの魅力ある食育を推進します。＜教育＞

●児童生徒の実態把握をもとに、学校・家庭・地域が
連携した取組みを実施し、児童生徒の体力向上を図り
ます。
また、「元気なあわっ子憲章」を制定し、子供たちが
健康について学び、自ら考え、実践できるよう、学
校・家庭・地域・専門機関等が連携して取り組みま
す。特に、子供たちの望ましい生活習慣の定着を図る
ため、すべての小中高校で生活習慣改善計画を策定
し、実践に取り組むことにより、肥満予防・肥満対
策、生活習慣病予防対策を推進します。
さらに、地場産物を活用した学校給食の推進や、食に
関する指導の充実のために、栄養教諭の配置を拡充
し、徳島の産物や食文化への理解を深めるなど、徳島
ならではの魅力ある食育を推進します。＜教育＞

平成27年12月21日に憲章の制定が承認され、正式名称
が「元気なあわっ子憲章」に決定したため。
また、子供たちの生活習慣の改善・肥満予防・肥満対
策を推進するためには、すべての学校で計画を立てて
継続的に取り組む必要があるため修正する。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

555
6-3-

1
P194 推進 → → → → 推進 → → → →

1件 4件 7件 10件 13件

556

6-3-
1

(1-
2-2)
(2-

5-1)

P194 → 創設 推進 → → 創設 推進 →

部局

工程（年度別事業計画）

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

改善見直しの理由及び概要

工程（年度別事業計画）

○「生物資源産業学部（仮称）」の創設
　　㉘創設

○「生物資源産業学部」の創設
　　㉘創設

●徳島大学「生物資源産業学部（仮称）」の創設を支
援するとともに、農業系のコースを持つ専門高校や農
業大学校、アグリビジネススクールとの連携を強化
し、６次産業化を担う人材を育成します。（再掲）＜
政策・農林＞

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６-３ 徳島の強みを活かす教育の展開

番
号

該当箇所

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

●徳島大学「生物資源産業学部」の創設を支援すると
ともに、農業系のコースを持つ専門高校や農業大学
校、アグリビジネススクールとの連携を強化し、６次
産業化を担う人材を育成します。（再掲）＜政策・農
林＞

●農工商教育の活性化を図るため、平成２７年３月に
策定した「徳島県農工商教育活性化方針」に基づき、
高校における農工商教育の活性化に取り組むととも
に、農工商が連携した６次産業化に対応した教育を推
進します。＜教育＞

●農工商教育の活性化を図るため、平成２７年３月に
策定した「徳島県農工商教育活性化方針」に基づき、
高校における農工商教育の活性化に取り組むととも
に、農工商が連携し、徳島ならではの地域資源を十分
に生かした６次産業化に対応した教育を推進します。
＜教育＞

教育

○６次産業化商品のプロデュース数（累計）
　　㉕－→㉛１３件

政策
農林

今年度、県央の農業、工業、商業科設置校の連携によ
り、徳島ならではの地域資源である「阿波藍」をテー
マに、協働による商品化に取り組んでいる。この取組
の実証成果をもとに、今後さらに地域資源を生かした
６次産業化の商品開発を通じ、農工商教育の推進を図
る。

平成27年8月27日に「生物資源産業学部」の設置が認
可され、学部名称が正式に決定したため、（仮称）を
削除するものである。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

567
6-4-

1
P197

創設・
実施

推進 → →
創設・
実施

推進 → →

部局

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６-４ 地域がにぎわう文化・スポーツ教育の推進

番
号

該当箇所 工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要
（現　行）

主要施策・主要事業の概要・数値目標

●次代の「あわ文化」を担う人材を育むため、新たに
設立される徳島県中学校文化連盟と連携して、学校や
市町村の枠を越えた文化芸術の発表の場である「徳島
県中学校総合文化祭」を創設し、中学生の文化芸術力
を創り出し、高めます。＜教育＞

●次代の「あわ文化」を担う人材を育むため、徳島県
中学校文化連盟と連携して、学校や市町村の枠を越え
た文化芸術の発表の場である「徳島県中学校総合文化
祭」を充実し、中学生の文化芸術力を高めるととも
に、全国へ向けて発信します。＜教育＞ 教育

○「徳島県中学校総合文化祭」の創設
　　㉗創設・実施

H27年度に「県中学校文化連盟」の設立、「中学校総
合文化祭」の創設ができたため、発展的な内容に変更
した。
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

573
6-5-

1
P199 創設 推進 → → → 創設 推進 → → →

追加 100人 110人 120人 130人

586

6-5-
4

(1-
5-4)

P201 推進 → → →

24,000
件

26,000
件

27,000
件

28,000
件

24,000
件

35,000
件

38,000
件

40,000
件

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６-５ 若者が創るとくしまの推進

番
号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

部局

○「とくしま若者未来夢づくりセンター」
  の創設
　　㉗創設

○「とくしま若者未来夢づくりセンター」
  の創設
　　㉗創設

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

●徳島の未来を担う若者が、「課題解決先進県・徳
島」をフィールドとした地域の様々な取組みを学び考
える「対話の場」を創設します。＜県民＞

●「若者に身近な課題」をテーマに、「カフェ」など
リラックスした場所で、若者が会社員やＮＰＯ職員な
ど、「世代や立場の異なる多様な参加者」と未来志向
で対話することによって、課題解決のための新しい視
点やアイデアを創出するとともに、地方創生の若手
リーダーを育成します。＜県民＞

経営

○「徳島県ＳＮＳ」利用登録数
　　㉕１３，６００件→㉚２８，０００件

○「徳島県ＳＮＳ」利用登録数
　　㉕１３，６００件→㉚４０，０００件

●県民との意思疎通を図り、県勢の発展につなげるた
め、時代に即した広報媒体を有機的・効果的に活用
し、利用者が必要とする情報を積極的かつきめ細やか
に提供し、県民の利便性の更なる向上を図ります。
（再掲）＜経営＞

●県民との意思疎通を図り、県勢の発展につなげるた
め、ホームページの再構築・機能充実を行うなど、時
代に即した広報媒体を有機的・効果的に活用すること
で、利用者が必要とする情報を積極的かつきめ細やか
に提供し、県民の利便性の更なる向上を図ります。
（再掲）＜経営＞

情報発信力の強化を図るため、県の顔であるホーム
ページの再構築を行う。
また、「徳島県ＳＮＳ」の利用登録数は平成27年9月
末現在、30,000件を超えており、積極的な情報発信に
より登録数に伸びが見込まれるため、数値目標を上方
修正する。

○「とくしま若者未来夢づくりセンター」参加人数
　　㉕－→㉛１３０人

現行の計画では、徳島に誇りを持って地域の様々な取
り組みを学び考えることによる自立した大人としての
若者の育成が主たる目的だったが、さらに、課題解決
のための新しい視点やアイデアの創出及び地方創生の
若手リーダー育成についても目的として追加した。
これによって、毎回固定メンバーに参加してもらう方
法から、テーマごとに新たな参加者を募集する方法へ
と改善し、新しく参加人数の目標を設定した。

県民
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

591
7-1-

2
P203 推進 → → → → 推進 → → → →

5万人 6万人 7万人 8万人 9万人

20日間
出展

592
7-1-

2
P203 促進 → → →

7,700
人

8,200
人

9,100
人

10,000
人

7,700
人

11,000
人

12,000
人

13,000
人

593
7-1-

2
P204 推進 → → →

340
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

370
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

400
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

420
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

340
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

640
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

670
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

700
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

平成27年度の取組みが大きく上回る見込みのため、ア
クセスポイント数を上方修正する。

H27.9月のミラノ万博出展における成果や、県政運営評価
戦略会議の委員からいただいた「ヨーロッパ圏なども視野
に入れてはどうか」とのご意見などを踏まえ、欧米も対象エ
リアに加える。

県西部２市２町の外国人延べ宿泊者数は、平成25年の
4,880人から平成26年は、7,611人と前年比156％と
なった。
また、国の訪日外国人旅行者数の調査によると、2013
年に1千万人を突破し、2014年は1,341万人、さらに
2015年には1,973万7千人と過去最高を更新した。
こうしたことから「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」
として、官民が一致協力して外国人誘客に向けたプロ
モーションを展開し、外国人観光客を積極的に誘致す
ることが重要であると認識しており、「にし阿波」に
おける外国人延べ宿泊客数について上方修正する。

●外国人向けの観光案内所の運営による情報提供や多
言語表記の促進など、外国人観光客の受入環境の充実
を図ります。
＜政策・商工＞

政策
商工

○県が整備・補助した
　無料公衆無線ＬＡＮアクセスポイント数
　　㉕－→㉚４２０アクセスポイント

○県が整備・補助した
　無料公衆無線ＬＡＮアクセスポイント数
　　㉕－→㉚７００アクセスポイント

○個人旅行者対応「多言語・多機能アプリ」
  の開発
　　㉗開発

○外国語サポートデスクの設置
　　㉗設置

●「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」として、「桃源
郷のような別世界」と称される高地傾斜地集落の景観
や暮らしなど地域独自の強みを活かし、アジアはもと
より、米豪欧（アメリカ、オーストラリア、フラン
ス、ドイツ）でも、官民連携によるプロモーションを
展開し、外国人観光客の増加を促進します。＜西部＞

●「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」として、「桃源
郷のような別世界」と称される高地傾斜地集落の景観
や暮らしなど地域独自の強みを活かし、アジアはもと
より、米豪欧（アメリカ、オーストラリア、フラン
ス、ドイツ）でも、官民連携によるプロモーションを
展開するとともに、外国人観光客受入の核となるＤＭ
Ｏの構築や広域観光周遊ルートの推進等に取り組み、
外国人観光客の増加を促進します。＜西部＞ 西部

○「にし阿波」における外国人延べ宿泊者数
　　㉕４，８８０ 人→㉚１０，０００人

○「にし阿波」における外国人延べ宿泊者数
　　㉕４，８８０ 人→㉚１３，０００人

○アメリカ、オーストラリア、フランス、
　ドイツでのプロモーションの展開
　　㉕－→㉗～㉘展開

●東アジア・東南アジアを重点エリアとし、海外と徳
島阿波おどり空港間のチャーター便の誘致をはじめ、
関西広域連合・瀬戸内ブランド推進連合・四国ツーリ
ズム創造機構等と連携した広域観光の推進、徳島の魅
力を活かした団体旅行及び個人旅行、教育旅行、医療
観光など多様な外国人観光誘客を推進します。＜商工
＞

●重点エリアである東アジア・東南アジアに加えて、
欧米も誘客の対象とし、海外と徳島阿波おどり空港間
のチャーター便の誘致をはじめ、関西広域連合・瀬戸
内ブランド推進連合・四国ツーリズム創造機構等と連
携した広域観光の推進、徳島の魅力を活かした団体旅
行及び個人旅行、教育旅行、医療観光など多様な外国
人観光誘客を推進します。＜商工＞

商工○県内への外国人延べ宿泊者数
　　㉕３２，３１０人→㉛９０，０００人

○関西広域連合と連携した
　ムスリム旅行者向けウェブサイトの構築
　　㉗構築

○関西広域連合との連携によるミラノ万博
　出展期間
　　㉗２０日間出展

部局
（現　行）

主要施策・主要事業の概要・数値目標
（改善見直し案）

主要施策・主要事業の概要・数値目標

基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現

７-１ 「大胆素敵とくしま」世界戦略の展開

番
号

該当箇所 工程（年度別事業計画） 工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
部局

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

番
号

該当箇所 工程（年度別事業計画） 工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

594
7-1-

2
P204 → 策定 推進 → 市町、観光団体、観光事業者等関係者との協議によ

り、計画の名称「にし阿波観光ＢＣＰ」を「にし阿波
観光危機管理マニュアル」に修正することとなったた
め。

●県西部圏域を災害に強い観光地域とするため、異常
気象時や災害発生時における観光客への適切な対応や
復興に係る計画「にし阿波観光ＢＣＰ」の策定に取り
組みます。
＜西部＞

●県西部圏域を災害に強い観光地域とするため、異常
気象時や災害発生時における観光客への適切な対応や
復興に係る計画「にし阿波観光危機管理マニュアル」
の策定に取り組みます。
＜西部＞ 西部

○「にし阿波観光ＢＣＰ」の策定
    ㉘策定

○「にし阿波観光危機管理マニュアル」の策定
    ㉘策定
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

598
7-2-

1
P205 推進 → → → →

(7-
2-2)

260
万人

270
万人

285
万人

300
万人

310
万人

603
7-2-

1
P206 推進 → → → 推進 → → →

1拠点 2拠点 2拠点 3拠点

609
7-2-

1
P207

創設・
顕彰

→ → →
創設・
顕彰

→ → → タクシードライバー等の接客マナー向上にも努める必
要があるとの県政運営 評価戦略会議の御提言を受けた
ため、受入環境の整備に向けた取組について検討す
る。

交通事業者とともに誘客事業を行うことを表記したら
どうかとの新未来創造部会の御提言を踏まえ、所要の
修正を行う。

アンテナショップによる情報発信のさらなる推進を期
待するとの県政運営 評価戦略会議の御提言を受けたた
め、情報発信の方法について効果的に実施できるよう
検討する。

部局

基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現

７-２　湧き上がる「にぎわいと感動」渦の創造

番
号

該当箇所

商工

○年間の延べ宿泊者数
　　㉕２２６万人→㉛３１０万人

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要
（現　行）

主要施策・主要事業の概要・数値目標

●「おどる宝島！パスポート」をはじめとする誘客コ
ンテンツの整備、効果的な魅力発信や旅行商品の造成
促進等による「観光目的客の取り込み」、コンベン
ション誘致促進による「ビジネス目的客の取り込
み」、「東京オリンピック・パラリンピック」等を見
据えた「『訪日外国人２０００万人時代』に向けた取
組み」を核とする「徳島県観光振興基本計画（第２
期）」に基づく戦略的な取組みを推進することによ
り、観光誘客を促進します。＜商工＞

●「おどる宝島！パスポート」をはじめとする誘客コ
ンテンツの整備、効果的な魅力発信や旅行商品の造成
促進等による「観光目的客の取り込み」、コンベン
ション誘致促進による「ビジネス目的客の取り込
み」、「東京オリンピック・パラリンピック」等を見
据えた「『訪日外国人２０００万人時代』に向けた取
組み」を核とする「徳島県観光振興基本計画（第２
期）」に基づく戦略的な取組みを推進することによ
り、観光関連事業者との連携など、官民を挙げた観光
誘客を促進します。＜商工＞

●国内外に向けて本県の物産・観光の情報発信を推進
するため、県の「大阪・名古屋物産センター」や、
「コンビニ型アンテナショップ」のさらなる展開を促
進するとともに、全国初となるアニメとコラボレー
ションした店舗のアンテナショップ認定をはじめ、県
外の民間店舗を「阿波とくしまアンテナショップ」と
して認定するなど、県産品の販路拡大・販売促進を図
ります。＜商工＞

●国内外に向けて本県の物産・観光の情報発信を推進
するため、県の「大阪・名古屋物産センター」や、
「コンビニ型アンテナショップ」のさらなる展開を促
進するとともに、全国初となるアニメとコラボレー
ションした店舗のアンテナショップ認定をはじめ、県
外の民間店舗を「阿波とくしまアンテナショップ」と
して認定し、活用することで効果的な情報発信に努
め、県産品の販路拡大・販売促進を図ります。＜商工
＞

商工

○マチ★アソビ・サテライトショップ数
　　㉕－→㉚３拠点

●きめ細かな観光情報の提供や案内、県民との交流な
ど、心のこもったおもてなしの接遇により、本県を訪
れる観光客にとって、安心快適に徳島旅行を楽しんで
いただき、リピーター来県にも繋がるよう、県内全体
のおもてなしマインドの向上を図ります。＜商工＞

●本県を訪れる観光客にとって、きめ細かな観光情報
の提供や案内、県民との交流など、心のこもった“お
もてなし”により、安心快適に徳島旅行を楽しんでい
ただき、リピーター来県にも繋がるよう、県内全体の
おもてなしマインド向上のための啓発に努めます。＜
商工＞

商工

○「ボランティアガイドおもてなし大賞
　（仮称）」の創設・顕彰
    ㉗創設・顕彰
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総合戦略
のみ

総合戦略
のみ

位置づ
け

該当項 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

621
7-3-

1
P210 推進 → → →

35,000
人

35,000
人

35,000
人

35,000
人

工程（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

工程（年度別事業計画）

（改善見直し案）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

「文化プログラム」については，新行動計画策定時に
おいて、オリンピック･パラリンピック東京大会に向
けた、国（文化庁）の明確な方針が示されていなかっ
たことから、県の計画策定について検討することとし
ていた。
しかし、平成27年7月、「文化プログラムの実施に向
けた文化庁の基本構想」が示され、この国全体の方針
に呼応する形で、具体的な施策を文化プログラムとし
て位置づけ推進することとしたことから、修正を行う
ものである。
また、文化庁の基本構想により、「文化プログラム」
の実施時期が平成28年秋の「スポーツ･文化･ワール
ド･フォーラム」開催をキックオフとし、平成32(2020
年)までの間とすることが明示されたため、数値目標
についても、合わせて所要の修正を行うこととした。

部局

基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現

７-３ 世界に輝く！「あわ文化」の発信

番
号

該当箇所

（現　行）
主要施策・主要事業の概要・数値目標

●阿波人形浄瑠璃の一層の振興を図るため、伝統芸能
を観光資源として活用し地域の活性化を促進するとと
もに、後継者育成や伝統芸能の保存・継承のための取
組みを進めます。
また、「人形浄瑠璃街道連絡協議会」や関西広域連合
と連携して、人形浄瑠璃関係団体の交流などの事業を
実施するとともに、徳島ならではの魅力を広く発信し
ます。
さらに、オリンピック・パラリンピック東京大会を見
据え、徳島ならではの「文化プログラム」を創造し、
関西が一体となって取り組む「関西文化プログラム
（仮称）」の１つとして展開することで、あわ文化が
関西広域連合の文化施策を牽引します。＜県民＞

県民○阿波人形浄瑠璃公演等入場者数
　　㉕３４，６７６人
　　→㉗～㉚年間３５，０００人以上

○「文化プログラム」の策定
　　㉘策定

○「文化プログラム」の推進
　　㉘～㉚推進

○全国規模のベートーヴェン「第九」演奏会を
　継続的に開催
　　㉗推進

○「関西文化プログラム（仮称）」の展開
　　㉗展開
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